
仙
台
藩
士
の
在
郷
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に
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す
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は
じ
め
に

仙
台
藩
に
お
け
る
武
家
社
会
に
つ
い
て
探
っ
て
い
る
と
基
本
的
な
事
項
が
未
だ
に
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
り
、
曖
昧
な
ま
ま
議
論
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

事
例
に
出
く
わ
す
こ
と
が
あ
る
。「
仙
台
藩
士
た
ち
は
ど
こ
に
住
ん
で
い
た
の
か
」
も
そ

の
一
つ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
関
連
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
振
り
返
れ
ば
、
現

存
す
る
複
数
の
仙
台
城
下
絵
図
を
も
と
に
城
下
町
の
拡
大
が
城
下
周
縁
部
に
お
け
る
武
家

地
の
拡
大
（
下
級
家
臣
の
武
家
屋
敷
の
設
置
）
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
武
家
地

に
住
む
藩
士
た
ち
は
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
、
借
宅
に
よ
る
転
宅
や
交
換
・
新
規
拝
領
を

通
じ
て
自
ら
が
居
住
す
る
武
家
屋
敷
を
頻
繁
に
移
動
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
   1
、

ま
た
、
仙
台
藩
士
に
あ
っ
て
は
城
下
の
武
家
屋
敷
だ
け
で
は
な
く
在
郷
に
も
屋
敷

地
（
在
郷
屋
敷
）
を
持
つ
者
た
ち
が
お
り
仙
台
と
在
郷
を
定
期
的
に
往
来
し
た
こ

と
、
片
や
仙
台
屋
敷
・
在
郷
屋
敷
の
一
方
の
み
し
か
持
た
な
い
者
た
ち
も
少
な
か

ら
ず
い
た
こ
と
、
天
明
の
飢
饉
に
よ
っ
て
大
勢
の
藩
士
た
ち
が
在
郷
へ
と
居
を
移

し
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
   2

。
そ
し
て
、
領
内
に
あ
っ
た
在
郷
屋
敷
数

の
推
定
値
や
在
郷
屋
敷
の
具
体
的
な
姿
に
つ
い
て
も
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
   3 

。

藩
士
た
ち
（
直
臣
た
ち
）
の
居
住
場
所
を
突
き
詰
め
て
考
察
す
る
た
め
に
は
、

①
城
下
町
と
在
郷
の
ど
ち
ら
に
居
住
し
た
の
か
、
②
城
下
町
の
ど
こ
に
住
ん
だ
の

か
、
③
在
郷
（
＝
村
）
の
ど
こ
に
住
ん
だ
の
か
、
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
が
、
前
述
し
た
よ
う
な
先
行
研
究
を
紐
解
い
て
み
る
と
、
②
に
つ
い
て
の
研
究

要
旨

大
名
家
臣
た
ち
が
ど
こ
に
住
ん
で
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
近
世
社
会
を
特
徴
づ
け
る
要
素
の
一
つ
で
あ

る
兵
農
分
離
の
問
題
を
議
論
す
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
基
礎
的
な
作
業
で
あ
る
。
彼
ら
の
居
住
場
所
を
突
き
詰
め
て
考
察

す
る
た
め
に
は
、
①
城
下
町
と
在
郷
の
ど
ち
ら
に
居
住
し
た
の
か
、
②
城
下
町
の
ど
こ
に
住
ん
だ
の
か
、
③
在
郷
（
＝
村
）

の
ど
こ
に
住
ん
だ
の
か
、
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
仙
台
藩
を
対
象
と
す
る
従
来
の
研
究
は
、
②
に
つ
い
て

の
研
究
が
比
較
的
進
ん
で
い
る
も
の
の
、①
と
③
に
つ
い
て
は
、藩
の
政
策
す
ら
き
ち
ん
と
整
理
さ
れ
ぬ
ま
ま
現
在
に
至
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
仙
台
藩
士
た
ち
の
居
住
場
所
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
在
郷
居
住
の
問
題
に
関
連
す
る
で

あ
ろ
う
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
整
理
し
、
仙
台
藩
士
た
ち
が
仙
台
城
下
を
離
れ
在
郷
に
居
住
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
流

れ
を
藩
の
政
策
と
も
絡
め
な
が
ら
具
体
的
に
跡
づ
け
て
い
る
。
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が
比
較
的
進
ん
で
い
る
も
の
の
、
①
と
③
に
つ
い
て
は
、
藩
の
政
策
す
ら
き
ち
ん
と
整
理

さ
れ
ぬ
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
本
稿
が
考
察
の
対
象
と
す
る
①
に
つ
い
て
は
、
城
下

の
武
家
屋
敷
と
在
郷
屋
敷
を
往
来
す
る
藩
士
が
い
た
と
い
う
一
般
的
な
状
況
や
天
明
の
飢

饉
に
よ
る
城
下
武
家
地
の
空
洞
化
と
在
郷
へ
移
住
す
る
藩
士
た
ち
の
動
向
が
紹
介
さ
れ
る

程
度
で
、
そ
も
そ
も
藩
当
局
が
藩
士
た
ち
の
仙
在
往
来
や
在
郷
移
住
を
ど
う
許
可
し
規
制

し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
ま
と
ま
っ
た
形
で
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

か
つ
て
小
林
清
治
氏
は
、「
侍
の
生
活
」
を
述
べ
る
な
か
で
、
一
七
世
紀
後
半
の
延
宝

年
間
（
一
六
七
三
～
八
一
）
頃
か
ら
仙
台
城
下
の
武
家
屋
敷
と
在
郷
屋
敷
と
を
交
互
に
住

む
の
を
例
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
が
、
天
明
の
飢
饉
を
境
に
在
郷
居
住
を
常
と
す

る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
傾
向
が
藩
政
末
期
ま
で
続
き
、「
天
明
以
降
、
無
役
の
士
の
専
ら

在
郷
に
住
居
す
る
と
い
う
現
象
が
一
般
化
し
た
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
   4

。
筆
者
も
最

終
的
な
氏
の
結
論
に
は
同
意
す
る
も
の
の
、
天
明
年
間
（
一
七
八
一
～
八
九
）
以
降
の
動

向
に
つ
い
て
の
主
な
論
拠
が
城
下
絵
図
に
描
か
れ
た
侍
屋
敷
数
の
変
化
の
み
で
あ
り
、
城

下
内
部
で
借
宅
す
る
藩
士
た
ち
の
存
在
   5 

を
念
頭
に
お
け
ば
、
屋
敷
数
の
変
化
だ
け
で

は
論
拠
と
し
て
は
弱
々
し
く
、
藩
の
法
令
な
ど
を
用
い
て
藩
士
た
ち
の
在
郷
居
住
が
一
般

化
す
る
過
程
を
跡
づ
け
る
必
要
を
感
じ
る
。

ま
た
、
近
年
、
渡
辺
浩
一
氏
が
仙
台
藩
士
た
ち
の
「
移
動
性
」
を
論
ず
る
な
か
で
、
小

林
氏
も
参
照
し
て
い
る
「
佐
伯
是
保
風
俗
等
書
上
」
を
用
い
て
藩
士
た
ち
の
在
郷
居
住
と

「
定
仙
」（
仙
台
城
下
に
居
住
す
る
こ
と
）
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
   6 
。
佐
伯
是
保
は

自
己
の
半
生
を
顧
み
な
が
ら
、天
明
飢
饉
の
頃
に
在
郷
へ
と
移
住
し
た
藩
士
た
ち
の
う
ち
、

藩
が
行
っ
た
「
寛
政
一
三
四
年
頃
」（
一
八
〇
一
～
〇
二
）
の
定
仙
奨
励
策
（
家
臣
の
借
財

の
七
年
間
の
返
済
猶
予
お
よ
び
藩
か
ら
の
三
年
間
の
拝
借
金
に
よ
っ
て
家
計
の
立
て
直
し

を
図
り
、
定
仙
し
て
奉
公
す
る
よ
う
に
と
の
奨
励
策
）
に
よ
っ
て
城
下
へ
と
戻
る
者
が
増

え
た
と
記
し
て
い
る
が
、
小
林
清
治
氏
は
、
こ
の
是
保
の
書
上
を
紹
介
し
つ
つ
も
、
城
下

絵
図
の
検
討
か
ら
そ
の
内
容
を
否
定
し
て
い
る
   7 

。
そ
れ
に
対
し
て
、
渡
辺
氏
は
、
是

保
が
述
べ
て
い
る
寛
政
一
三
年
（
一
八
〇
一
）
頃
に
実
施
さ
れ
た
と
い
う
藩
か
ら
の
拝
借

金
と
借
金
返
済
猶
予
に
関
す
る
触
れ
が
確
か
に
確
認
で
き
た
と
し
、「
残
念
な
が
ら
家
臣

の
仙
台
居
住
を
促
す
お
触
れ
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
佐
伯
の
記
述

の
信
頼
性
を
一
つ
だ
け
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
た
わ
け
で
す
」
と
述
べ
、「
佐
伯
是
保
風

俗
等
書
上
」
の
記
載
内
容
に
一
定
の
評
価
を
下
し
て
い
る
   8 

。

後
述
す
る
よ
う
に
、
藩
士
た
ち
の
定
仙
を
奨
励
す
る
法
令
は
確
か
に
出
さ
れ
て
い
る

が
、
管
見
の
限
り
そ
れ
は
文
政
の
頃
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
奨
励
策
が
出
さ

れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
そ
の
後
の
定
仙
が
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
し
た
が
っ

て
、
是
保
の
書
上
に
お
け
る
藩
士
た
ち
の
在
郷
・
定
仙
に
関
す
る
記
述
を
こ
の
ま
ま
鵜
呑

み
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
近
年
に
至
る
ま
で
「
佐
伯
是
保
風
俗
等
書
上
」
が
参
照

さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
仙
台
藩
士
た
ち
の
在
郷
・
定
仙
に
つ
い
て

深
く
探
っ
て
こ
な
か
っ
た
証
拠
で
あ
り
、
藩
の
政
策
の
通
時
的
変
化
す
ら
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
な
い
の
が
現
状
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
こ
う
し
た
藩
士
た
ち
の
居
住
場
所
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
の
は
、
近
世

社
会
を
特
徴
づ
け
る
要
素
の
一
つ
で
あ
る
兵
農
分
離
の
問
題
を
議
論
す
る
う
え
で
も
欠
か

せ
な
い
基
礎
的
な
作
業
で
あ
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
上
記
①
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
③
に

つ
い
て
も
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
が
、③
に
つ
い
て
は
別
稿
を
準
備
し
て
い
る
た
め
、

本
稿
に
お
い
て
は
①
の
問
題
に
絞
っ
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

一
、
城
下
と
在
郷
を
行
き
来
す
る

（
一
）城
下
の
侍
屋
敷

ま
ず
は
仙
台
城
下
に
住
む
藩
士
た
ち
に
つ
い
て
で
あ
る
。
仙
台
藩
は
士
分（
武
士
身
分
）

と
凡
下
御
扶
持
人
（
卒
身
分
）
を
合
わ
せ
て
一
万
人
規
模
の
家
臣
数
を
誇
る
大
藩
で
あ
っ

た
   9 

。
そ
の
城
下
町
で
あ
る
仙
台
は
元
禄
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
）
に
最
大
規
模

に
達
し
た
と
い
わ
れ
、
当
時
の
武
家
地
の
面
積
は
城
下
全
体
の
八
割
を
占
め
る
も
の
で

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
   10 

。

で
は
、
こ
う
し
た
城
下
町
の
大
半
を
占
め
る
武
家
地
に
は
何
軒
の
侍
屋
敷
が
あ
り
、
何

人
が
そ
の
屋
敷
を
拝
領
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
仙
台
城
下
町
に
つ
い
て
は
複
数
の
城

下
絵
図
が
現
存
し
て
お
り
、
絵
図
中
に
記
さ
れ
た
人
名
の
数
か
ら
組
士
以
上
の
士
分
が
拝

領
し
た
侍
屋
敷
数
を
割
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
   11 

。
こ
れ
ま
で
に
も
各
年
代
の
絵
図
を

も
と
に
侍
屋
敷
の
軒
数
が
紹
介
さ
れ
て
き
た
が
   12 

、
士
分
全
体
に
占
め
る
拝
領
者
の
割

合
は
明
確
に
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
各
年
代
の
絵
図
を
も
と
に
仙
台
城
下
の
侍

屋
敷
数
と
屋
敷
の
拝
領
者
数
を
算
出
し
、
そ
の
数
値
と
当
該
絵
図
に
近
い
年
代
の
士
分
総

数
か
ら
士
分
全
体
に
お
け
る
拝
領
者
の
割
合
を
出
し
た
の
が
、
表
₁
で
あ
る
。
な
お
、
絵
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図
中
に
記
載
さ
れ
た
人
名
に
は
重
複
者
が
み
ら
れ
、
一
人
で
複
数
の
侍
屋
敷
を
拝
領
し
て

い
た
者
が
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
絵
図
₃
・
₄
・
₆
に
関
し
て
は
重
複
者
を
割
り
出
す

作
業
が
で
き
て
お
ら
ず
拝
領
者
数
と
そ
の
割
合
は
出
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
士
分
総
数
を
求
め
る
の
に
使
用
し
た
史
料
と
絵
図
の
年
代
が
若
干
異
な
る
も

の
も
あ
る
た
め
、
厳
密
に
い
え
ば
侍
屋
敷
の
拝
領
者
割
合
も
正
確
な
数
値
と
は
い
え
な
い

が
、
大
凡
の
傾
向
は
十
分
に
掴
め
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
仙
台
城
下
町

に
お
け
る
侍
屋
敷
の
軒
数
は
寛
文
～
延
宝
に
か
け
て
の
十
数
年
間
に
七
六
七
軒
と
い
う
大

幅
な
伸
び
を
み
せ
て
お
り
、
絵
図
₂
に
よ
れ
ば
士
分
全
体
の
八
〇
％
近
く
が
仙
台
に
屋
敷

を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
   13 

。
侍
屋
敷
を
拝
領
す
る
者
は
無
役
の
者
よ
り
も
有
役

の
者
が
優
先
さ
れ
る
決
ま
り
で
あ
っ
た
が
   14 

、
無
役
の
者
の
方
が
多
数
を
占
め
る
一
般

的
な
状
況
   15 

を
考
慮
す
れ
ば
、
当
時
は
無
役
の
者
も
侍
屋
敷
を
拝
領
し
て
い
た
と
考
え

な
け
れ
ば
辻
褄
が
合
わ
な
い
。
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
六
月
制
定
の
「
仙
台
惣
屋
敷
定
」

に
も
「
不
寄
誰
々
、
右
御
用
人
之
外
、
屋
敷
望
之
衆
同
理
合
候
ハ
ヽ
、
屋
敷
望
之
以
年
数

可
被
下
之
候
間
、其
品
々
書
留
可
被
申
聞
」
と
あ
り
、「
役
目
ニ
付
仙
台
定
詰
仕
候
衆
」・「
定

詰
御
用
人
」
以
外
に
も
侍
屋
敷
は
下
賜
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
   16 

、
や
は
り
、
有
役
・

無
役
に
関
わ
ら
ず
城
下
の
仙
台
屋
敷
を
持
っ
て
い
た
と
み
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
七
世
紀
後
半
の
延
宝
六
～
八
年
（
一
六
七
八
～
八
〇
）
頃
に
三
二
八
八
軒
に
達
し
た

侍
屋
敷
の
数
は
、
そ
の
後
、
一
八
世
紀
後
半
に
至
る
ま
で
三
〇
〇
〇
軒
台
で
推
移
す
る
も

の
の
、
天
明
の
飢
饉
頃
の
絵
図
₆
に
よ
れ
ば
武
家
地
の
明
屋
敷
数
は
六
七
五
軒
に
も
上
っ

て
お
り
、
一
九
世
紀
に
入
る
と
侍
屋
敷
の
数
自
体
が
二
三
〇
〇
軒
台
に
落
ち
込
み
、
そ
の

傾
向
が
幕
末
ま
で
続
く
こ
と
が
わ
か
る
。士
分
総
数
に
占
め
る
侍
屋
敷
の
拝
領
者
割
合
も
、

一
七
世
紀
後
半
が
最
高
で
、
そ
の
後
は
幕
末
に
向
け
て
五
三
％
ほ
ど
ま
で
落
ち
込
ん
で
い

く
様
子
が
窺
え
る
。
な
お
、
絵
図
中
に
侍
屋
敷
の
拝
領
者
と
し
て
名
前
が
複
数
回
出
て
く

る
重
複
者
の
数
は
、
一
八
世
紀
後
半
の
絵
図
₅
が
最
も
多
く
六
〇
人
で
、
そ
の
後
、
二
十

数
人
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
お
り
、
藩
か
ら
侍
屋
敷
を
拝
領
す
る
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
も

は
や
二
軒
・
三
軒
と
所
持
す
る
余
裕
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
も
そ

も
が
在
郷
へ
と
居
を
移
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
天
明
の
頃
を
挟
ん
で
侍
屋
敷
の
軒
数
や
士
分
総
数
に
占
め
る
拝
領
者

の
割
合
が
低
下
し
て
い
く
理
由
は
、
従
来
の
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
天
明
の
飢
饉
を

機
に
在
郷
へ
と
移
住
す
る
士
分
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。た
だ
し
、

表₁　仙台城下絵図に見る侍屋敷

絵図の作成年代 ①仙台城下の侍屋敷数（重複者等）
②士分（武士身分）の人数（年代）

侍屋敷拝領者の割合
【（①－重複者数－除外分）／②×100】

絵図₁：寛文₈-₉年（1668-69） ①2,521軒（重複者49人／除外分₁）
②4,121人（寛文10年＜1670＞）

60.0％

絵図₂：延宝₆-₈年（1678-80） ①3,288軒（重複者50人／除外分₂）
②4,121人（寛文10年＜1670＞）

78.5％

絵図₃：元禄₄-₅- 年（1691-92） ①3,121軒 —
絵図₄：宝暦 - 明和年間（1751-72） ①3,067軒 —
絵図₅：安永元 -₇年（1772-78） ①3,042軒（重複者60人／除外分₁）

②4,673人（宝暦 - 明和年間＜1751-72＞）頃
63.8％

絵図₆：天明₆- 寛政元年（1786-89） ①3,364軒（明屋敷＝675軒、現住屋敷＝2,689軒） —
絵図₇：文化₉-14年（1812-17） ①2,325軒（重複者25人／除外分₁）

②4,312人（文化10年＜1813＞）
53.3％

絵図₈：安政₃-₆年（1856-59） ①2,382軒（重複者22人／除外分₁）
②4,409人（幕末）

53.5％

※ 『復刻版仙台市史１』188、206 ～ 208頁、阿刀田令造著『仙台城下絵図の研究（第二版）』41 ～ 134頁、高倉淳他編著『絵図・　地図で見る仙台』41 ～ 62頁、
吉岡一男他編『絵図・地図で見る仙台　第二輯』49 ～ 58頁、拙稿「仙台藩の武士身分に関する基礎的研究」表１（₃頁）より作成。なお、仙台城下絵
図に掲載された人名の重複者（表中の「重複者」）については、①全くの同姓同名、②「一迫長左衛門」と「一ノ迫長左衛門」、③「●右衛門」と「●衛門」、
④「●之丞」と「●之允」、⑤「●介」と「●助」、　⑥「●之輔」と「●之助」、⑦「●太夫」と「●大夫」を同一人物と判断し集計。その他、「●●右衛門」と「●
●左衛門」や「理右衛門」と「利右衛門」、「久兵衛」と「九兵衛」のような事例は、同じ読みであっても別人として処理。また、表中の「除外分」は₃回
登場する人名の重複分を除外したもの（絵図1の「齋藤六右衛門」、絵図₂の「佐藤安兵衛」と「鈴木彌左衛門」、絵図₇の「太齋勇治」）および拝領者が
士分かどうか疑問が残るもの（絵図₅の「遠藤博衛門拝借」と絵図₈の「凡下草延」）である。

仙台藩士の在郷居住に関する基礎的研究
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城
下
町
の
侍
屋
敷
数
を
検
討
し
た
だ
け
で
は
、
本
当
に
仙
台
藩
の
武
士
身
分
の
者
た
ち
の

多
く
が
在
郷
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
必
ず
し
も
詳
ら
か
に
は
で
き
な
い
。
何
故
な

ら
ば
、
自
ら
の
屋
敷
を
持
っ
て
い
な
く
と
も
借
宅
す
る
事
例
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

士
分
が
借
宅
す
る
事
例
は
近
世
前
期
か
ら
み
ら
れ
る
が
   17 

、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は

禄
高
一
五
〇
石
五
人
扶
持
（
石
高
換
算
で
合
計
一
七
二
石
余
り
）
の
家
格
平
士
で
あ
っ
た

玉
虫
家
が
近
世
後
期
に
借
宅
や
屋
敷
の
交
換
を
繰
り
返
し
て
い
る
様
子
に
つ
い
て
明
ら

か
に
さ
れ
て
お
り
   18 
、
禄
高
知
行
八
〇
六
文
切
米
五
両
扶
持
方
五
人
分
（
石
高
換
算
で

合
計
五
九
石
余
り
）
の
同
じ
く
家
格
平
士
で
あ
っ
た
今
泉
家
の
史
料
   19 

か
ら
も
、
文
化

一
三
年
（
一
八
一
六
）
か
ら
幕
末
に
か
け
て
親
類
宅
等
に
居
住
す
る
姿
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
史
料
的
制
約
が
あ
り
借
宅
に
つ
い
て
そ
の
全
容
を
解
明
す
る
の
は
不
可
能
に

近
い
が
、
藩
士
た
ち
の
居
住
場
所
を
考
察
す
る
う
え
で
念
頭
に
置
く
べ
き
だ
と
い
う
こ
と

だ
け
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
次
に
、
藩
士
た
ち
が
生
活
し
た
個
々
の
侍
屋
敷
の
広
さ
に
つ
い
て
確
認
し
て

お
く
こ
と
に
す
る
。
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
仙
台
藩
で
は
寛
文
四
～
五
年

（
一
六
六
四
～
六
五
）
に
か
け
て
知
行
取
・
俸
禄
取
の
両
方
の
「
諸
侍
衆
」
に
対
す
る
新
屋

敷
拝
領
の
間
数
規
定
を
制
定
し
て
お
り
、
近
世
後
期
に
一
部
が
修
正
さ
れ
て
い
る
   20  

。

そ
の
寛
文
五
年
令
に
つ
い
て
ま
と
め
た
の
が
、
表
₂
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
規
定
は
禄
高

一
〇
〇
〇
石
未
満
の
「
諸
侍
衆
」
に
仙

台
屋
敷
を
下
賜
す
る
こ
と
を
想
定
し

た
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
よ
り
も

多
い
禄
高
の
藩
士
た
ち
に
向
け
た
条

文
は
な
い
が
、
家
臣
全
体
か
ら
み
れ
ば

禄
高
一
〇
〇
〇
石
以
上
の
藩
士
た
ち

は
ほ
ん
の
一
握
り
の
者
た
ち
で
あ
る

の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
者
た
ち
を
網
羅
で

き
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
表
₃
に
示
し
た
よ
う
に
、
禄
高

一
〇
〇
〇
石
以
上
の
人
数
は
一
七
世

紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
前
半
ま
で
一

貫
し
て
一
・
七
％
前
後
（
七
〇
人
台
）
な
の
で
、
表

₂
に
ま
と
め
た
屋
敷
地
の
間
数
規
定
が
一
〇
〇
〇

石
未
満
ま
で
し
か
設
け
ら
れ
て
い
な
く
と
も
士
分

全
体
の
九
八
％
以
上
に
つ
い
て
適
用
で
き
る
。

ま
た
、
寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
）
の
『
惣

家
中
分
限
並
役
附
帳
』
に
よ
れ
ば
、
家
臣
全
体

（
一
万
六
九
人
）
に
占
め
る
士
分
（
武
士
身
分
）
の

割
合
は
四
四
・
二
％
（
四
四
五
三
人
）
で
、
そ
の

う
ち
禄
高
一
〇
〇
石
以
上
の
者
は
二
六
・
九
％

（
一
一
九
七
人
）
な
の
で
、規
定
上
で
は
「
諸
侍
衆
」

の
う
ち
の
七
〇
％
以
上
が
間
口
一
二
間
・
奥
行

三
〇
間
・
坪
数
三
六
〇
坪
の
屋
敷
を
拝
領
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
城
下
の
侍
屋
敷
は
最
低
で
も
三
六
〇

坪
の
広
さ
が
あ
り
、
こ
の
広
大
な
武
家
屋
敷
で

は
空
閑
地
を
利
用
し
た
生
産
活
動
が
行
わ
れ
て

い
る
。
幕
末
の
大
番
士
浜
田
景
長
の
家
は
禄
高

一
八
五
石
で
あ
り
、
先
の
規
定
で
い
え
ば
五
一
〇

坪
の
屋
敷
を
拝
領
で
き
る
計
算
に
な
る
が
、
同

家
は
仙
台
城
下
の
川
内
亀
岡
通
り
に
居
住
し
て
お

り
、
広
い
屋
敷
地
を
利
用
し
た
蔬
菜
栽
培
や
桃
・
栗
・
梨
・
柿
・
桐
の
合
計
一
六
八
本
に

及
ぶ
植
林
を
行
っ
て
お
り
、
味
噌
や
酢
を
作
っ
た
り
酒
造
も
行
っ
て
い
る
   21 

。
城
下
の
侍

屋
敷
内
部
で
行
わ
れ
て
い
た
生
産
活
動
が
藩
士
た
ち
の
生
活
を
支
え
一
つ
の
収
入
源
と

な
っ
て
い
た
様
子
が
看
取
で
き
る
。

（
二
）御
暇
願
と「
家
並
之
御
奉
公
」

城
下
武
家
地
の
侍
屋
敷
数
が
最
も
多
い
延
宝
年
間
（
一
六
七
三
～
八
一
）
頃
に
は
藩
士

た
ち
は
城
下
の
仙
台
屋
敷
と
村
々
の
在
郷
屋
敷
と
を
交
互
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
が
   22 

、
彼
ら
が
自
由
に
仙
台
と
在
郷
と
を
行
き
来
で
き
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ

う
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
参
勤
交
代
に
お
い
て
も
大
名
ら
が
国
許
に
帰
る
際
に
は
幕
府
か

表₂　侍屋敷の広さ（寛文₅年 <1665> 制定）

※ 寛文₅年（1665）の「仙台惣屋敷定」より作成。なお、₁貫
文＝10石として石高表示に直して作表。また、間口・奥行
の単位は間、坪数の単位は坪で、₁間＝1.82m、₁坪＝3.31
ｍ²として計算。

禄高 間口×奥行 坪数

800石以上1000石未満 40×30 1201
500石以上800石未満 30×30 901
300石以上500石未満 20×30 600
150石以上300石未満 17×30 510
100石以上150石未満 14×30 420

100石未満 12×30 360

時期 ①家臣総数 ②士分総数 ③禄高 1000 石以上の人数（割合）

寛文 10 年（1670） 9,166 4,121 70
（全体の 0.76％／士分の 1.70％）

寛政 10 年（1798） 10,069 4,453 72
（全体の 0.72％／士分の 1.62％）

文化 10 年（1813） 9,562 4,312 77
（全体の 0.81％／士分の 1.79％）

表₃　禄高1000石以上の人数

※ 『寛文十年侍帳』・『寛文十年御切米御扶持方牒』、『惣家中分限並役附帳』（東北大学附属図書館
所蔵 < 本館己 A・3・196>）、『源貞氏耳袋 ₂』154 頁。なお、寛文 10 年と文化 10 年の「組士層」
の禄高の詳細は不明だが、1000 石以上の者はいないものとして計算。
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ら
御
暇
を
賜
っ
た
う
え
で
帰
国
す
る
の
で
あ
り
、
勝
手
に
下
向
で
き
た
わ
け
で
は
な
い

が
、藩
祖
政
宗
の
後
を
継
い
だ
二
代
藩
主
忠
宗
も
、寛
永
一
三
年
（
一
六
三
六
）
九
月
九
日
、

代
替
わ
り
に
あ
た
っ
て
一
一
ヶ
条
か
ら
な
る
「
諸
法
度
」
を
出
し
て
お
り
、
そ
の
最
後
の

条
文
で
「
一
、
暇
不
申
上
在
郷
仕
間
敷
候
、
無
拠
用
所
候
ハ
ヽ
番
頭
・
組
頭
へ
理
可
申
候
、

尤
、
番
不
可
有
油
断
之
事
」
と
定
め
て
い
る
   23 

。
こ
の
種
の
条
文
が
出
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
は
勝
手
な
在
郷
居
住
を
す
る
者
が
い
た
、
ま
た
は
、
そ
の
よ
う
な
者
が
出
る
可
能
性

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
て
許
可
な
き
在
郷
は
成
文
化
さ
れ
た
家
中

法
度
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

仙
台
藩
の
家
中
法
度
に
つ
い
て
は
、
五
代
藩
主
吉
村
の
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
六
月

七
日
に
発
布
さ
れ
た
も
の
が
最
も
完
備
さ
れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
幕
末
ま
で
踏
襲

さ
れ
て
い
る
   24 

。
こ
の
法
度
の
中
に
も
「
一
、
侍
者
不
及
申
軽
扶
持
人
タ
リ
ト
イ
フ
ト

モ
他
領
へ
参
候
節
奉
行
・
支
配
頭
等
之
不
請
指
図
シ
テ
相
越
事
一
切
停
止
タ
リ
并
在
府
之

諸
役
人
仙
台
ノ
外
へ
参
候
節
者
右
同
断
之
事
」
と
の
一
条
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
条

文
の
後
半
部
分
は
有
役
者
（
「
在
府
之
諸
役
人
」
）
に
向
け
た
も
の
で
あ
り
、
無
役
の
者

に
対
し
て
の
規
定
で
は
な
い
が
、
彼
の
時
代
に
あ
た
る
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
四
月

に
次
の
よ
う
な
法
令
が
出
さ
れ
て
お
り
   25 

、
有
役
・
無
役
の
別
や
当
主
（
藩
士
本
人
）・

隠
居
・
弟
・
次
三
男
等
の
別
に
関
係
な
く
御
暇
願
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
   26 

。

史
料
一

十
七　

御
暇
被
下
格
之
事

一
、
御
当
地
并
在
郷
え
御
暇
被
下
格
左
之
通

一
、
神
社
仏
閣
え
参
詣
御
暇
願

一
、
湯
治
御
暇
願　
　

一
、
病
気
為
保
養
之
御
暇
願

一
、
父
母
対
面
看
病
并
法
事
或
ハ
廟
参
御
暇
願

一
、
家
ニ
附
候
祖
父
母
兄
弟
并
妻
子
看
病
御
暇
願

　
　
　

但
、
百
五
十
石
以
下
之
者
余
ニ
看
病
可
仕
者
無
之
者
ニ
ハ
御
暇
可
被
下
候
事

一
、
祖
父
母
并
伯
父
叔
母
兄
娣
対
面
御
暇
願

　
　
　

但
、
無
拠
品
於
有
之
ハ
御
暇
可
被
下
候
事

一
、
在
郷
へ
用
事
有
之
御
暇
願

　
　
　

但
、
御
用
差
支
無
之
者
ニ
ハ
無
拠
品
於
有
之
ハ
御
暇
可
被
下
候
事

右
之
通
向
後
首
尾
可
仕
由
被　

仰
出
候
、
尤
、
其
人
ニ
よ
り
我
等
共
方
へ
相
達
候
義
并
各

方
ニ
は
承
済
首
尾
被
申
儀
ハ
只
今
迄
之
格
之
通
首
尾
可
被
申
候
事

　
　

享
保
十
二
年
四
月　
　
　
　
　
　
　

御
奉
行
衆

「
御
当
地
并
在
郷
え
御
暇
被
下
格
」
と
し
て
示
さ
れ
た
そ
の
内
容
か
ら
は
、
神
社
仏
閣

へ
の
参
詣
や
墓
参
り
、
湯
治
や
保
養
・
看
病
と
い
っ
た
病
気
に
纏
わ
る
も
の
、
親
族
へ
の

対
面
、
そ
し
て
、
用
事
が
あ
り
在
郷
へ
赴
く
場
合
に
「
御
暇
」
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
も
っ
と
も
、「
自
分
在
郷
へ
参
度
候
而
御
暇
被
下
度
」
や
「
近
所
之
在
郷
へ
参
度
候

間
今
日
明
日
御
暇
被
下
置
度
」
と
い
う
も
の
   27 

も
含
め
、
御
暇
を
願
い
出
る
行
為
自
体

は
享
保
一
二
年
以
前
か
ら
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
文
書
に
よ
る
「
御
暇
願
」
を
提
出
す
る

事
例
も
確
認
で
き
る
   28 

。
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
頃
の
六
月
一
九
日
に
は
「
妹
祝
言
来

ル
廿
二
日
ニ
相
調
候
付
」
と
い
う
理
由
で
「
日
数
三
日
御
暇
」
を
願
い
出
る
事
例
が
み
ら

れ
る
   29 

。
こ
れ
が
享
保
一
二
年
令
第
七
条
の
「
対
面
御
暇
願
」
に
相
当
す
る
も
の
な
の
か

判
然
と
し
な
い
が
、
様
々
な
理
由
で
出
さ
れ
る
藩
士
た
ち
か
ら
の
御
暇
願
に
つ
い
て
、
許

可
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
整
理
し
明
示
し
た
の
が
同
法
令
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
仙
台
藩
で
は
、
も
と
も
と
父
母
が
病
気
に
な
っ
た
際
に
御
暇
を
願
い
出
れ
ば
暇

が
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、「
小
進
」
の
者
に
と
っ
て
は
「
妻
子
兄
弟
病
気
之
者
」
を
看
病
す

る
者
が
お
ら
ず
困
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
元
禄
一
六
年
（
一
七
〇
三
）
三
月
一
九
日

に
「
向
後
、
弐
百
石
以
下
之
輩
父
母
并
妻
子
兄
弟
方
病
気
之
時
分
看
病
御
暇
可
被
下
置
候

事
」
と
い
う
法
令
が
出
さ
れ
て
い
る
   30 

。
享
保
一
二
年
令
を
み
る
と
「
家
ニ
附
候
祖
父
母

兄
弟
并
妻
子
」
の
「
看
病
御
暇
願
」
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、「
百
五
十
石
以
下
之
者
余
ニ
看

病
可
仕
者
無
之
者
」
に
許
可
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
元
禄
一
六
年
の
法
令
が
一
部
修
正

（
看
病
御
暇
願
の
対
象
者
を
狭
め
る
形
で
修
正
）
を
加
え
ら
れ
「
御
暇
被
下
格
」
の
一
条
と

し
て
取
り
込
ま
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
元
禄
一
六
年
令
と
享
保
一
二
年
令
の

一
部
（
「
一
、
父
母
対
面
看
病
并
法
事
或
ハ
廟
参
御
暇
願
」
と
「
一
、
家
ニ
附
候
祖
父
母

兄
弟
并
妻
子
看
病
御
暇
願
」
の
両
条
）
は
仙
台
城
の
大
番
組
士
の
詰
所
（
「
御
番
方
御
間

所
」
）
に
張
り
紙
し
掲
示
さ
れ
て
い
た
   31 

。

ま
た
、
二
代
忠
宗
の
寛
永
一
五
年
（
一
六
三
八
）
三
月
一
三
日
に
は
、
参
勤
交
代
に
よ

る
江
戸
出
府
を
前
に
「
書
出
」
が
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
第
一
条
目
に
「
一
、
留
守
中
ニ
、

親
類
衆
当
番
之
内
、
五
日
ニ
一
度
宛
城
へ
可
罷
出
事
、
口
上
」
と
あ
る
   32 

。
当
時
、「
親

仙台藩士の在郷居住に関する基礎的研究
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類
衆
」
に
よ
る
「
当
番
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
は
藩
主
が
江
戸
に

滞
在
中
の
留
守
を
預
か
る
役
割
で
あ
ろ
う
か
ら
、
四
代
藩
主
綱
村
期
以
降
に
制
度
化
さ
れ

る
仙
台
で
の
当
番
参
府
の
制
度
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
綱
村
は
江
戸
か
ら
初
入
部
し
た

六
日
後
の
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
五
月
一
九
日
に
「
御
一
門
一
家
准
一
家
一
族
衆
」
に
対

す
る
「
御
在
国
中
ノ
番
割
」
を
命
じ
て
お
り
、
自
ら
が
国
元
に
い
る
間
に
上
府
す
る
（
仙

台
へ
と
登
る
）
門
閥
家
臣
た
ち
に
つ
い
て
の
グ
ル
ー
プ
分
け
と
そ
の
順
番
を
指
示
し
て
い

る
   33 

。
伊
達
騒
動
の
頃
の
幼
君
亀
千
代
が
後
の
綱
村
で
あ
り
、
成
人
し
国
許
に
入
っ
た

彼
は
、
そ
の
後
、
親
政
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
初
入
部
早
々
門
閥
家
臣
た
ち

に
つ
い
て
の
上
府
・
定
仙
・
在
所
下
向
の
原
則
を
定
め
、
一
定
期
間
は
仙
台
に
留
め
置
き

期
間
が
過
ぎ
れ
ば
暇
を
与
え
各
々
の
知
行
地
へ
と
帰
す
こ
と
を
制
度
化
し
た
の
で
あ
る
。

「
御
一
門
衆
一
人
充
七
番
、
一
家
衆
一
人
充
九
番
、
一
家
並
ノ
衆
一
人
充
六
番
、
一
族

衆
二
・
三
人
充
七
番
」
で
あ
っ
た
こ
の
制
度
は
、
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
閏
五
月
五
日
に

変
更
が
加
え
ら
れ
、
家
格
ご
と
に
違
い
が
あ
っ
た
番
割
が
全
て
七
番
に
統
一
さ
れ
、
大
番

組
の
者
た
ち
に
つ
い
て
も
全
体
の
三
分
の
二
が
「
勤
番
」
で
残
り
三
分
の
一
が
「
休
番
」
と

の
旨
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
続
く
五
代
吉
村
の
元
禄
一
六
年
一
二
月
二
五
日
に
も
彼
の
初

入
国
を
前
に
再
令
さ
れ
て
お
り
、「
一
門
衆
一
人
各
番
二
十
日
、
一
家
・
一
族
ノ
輩
ハ
一

門
衆
ニ
配
シ
テ
加
ラ
ル
ヘ
シ
」
と
さ
れ
、
二
〇
日
間
ご
と
の
当
番
制
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
な
お
、
大
番
組
の
者
た
ち
の
勤
番
も
二
〇
日
交
替
で
あ
っ
た
   34 
。

家
格
門
閥
層
の
勤
め
は
「
家
並
之
御
番
」
や
「
家
並
之
御
奉
公
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
一
八

世
紀
の
半
ば
ま
で
に
は
「
代
々
着
坐
并
御
盃
頂
戴
之
輩
」（
着
座
と
太
刀
上
）
に
も
適
用
さ

れ
て
い
る
   35 

。
具
体
的
に
何
を
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
藩
主
の
在
国
中
に
家
格
一
門
～

太
刀
上
の
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
知
行
地
か
ら
順
番
に
上
府
し
、
二
〇
日
間
ほ
ど
仙
台
城

下
に
滞
在
し
た
う
え
で
、藩
主
へ
の
拝
謁
と
藩
主
家
の
吉
凶
に
つ
い
て
の
お
慶
び
の
言
上
・

御
機
嫌
伺
い
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
奉
行
・
若
年
寄
な
ど
の
役
職
従
事
者
や
江

戸
在
府
の
者
た
ち
、
当
主
幼
少
の
場
合
は
こ
の
番
割
か
ら
は
除
外
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

他
の
家
格
保
有
者
に
は
番
割
に
基
づ
い
た
上
府
・
定
仙
・
在
所
下
向
と
藩
主
へ
の
儀
礼
的

行
為
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
   36 

。

一
門
の
当
主
や
一
家
・
一
族
の
当
主
た
ち
は
、こ
う
し
た
日
常
的
な
「
御
番
」
以
外
に
も
、

年
始
や
藩
主
の
参
勤
交
代
の
際
（
江
戸
へ
の
参
勤
時
や
国
元
へ
の
下
向
時
）
な
ど
に
知
行

地
か
ら
上
府
し
藩
主
の
許
へ
と
参
上
す
る
必
要
が
あ
り
、
一
門
衆
に
あ
っ
て
は
そ
の
息
子

た
ち
も
連
れ
て
く
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
五
代
吉
村
期
に
は
新
た
に
一
家
・
一
族

の
嫡
子
た
ち
に
つ
い
て
も
「
歳
首
参
府
帰
国
ノ
時
ニ
参
府
ス
ヘ
シ
」
と
命
じ
て
お
り
   37 

、

綱
村
・
吉
村
両
政
権
期
を
通
じ
て
門
閥
層
の
息
子
た
ち
ま
で
含
め
て
藩
主
の
許
へ
と
伺
候

さ
せ
る
仕
組
み
が
整
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
人
の
治
世
は
一
門
に
代
表
さ

れ
る
門
閥
家
臣
た
ち
と
対
峙
し
な
が
ら
藩
政
運
営
に
力
を
注
い
で
い
た
時
代
で
あ
り
、
君

臣
関
係
の
規
律
化
を
図
る
諸
政
策
が
み
ら
れ
た
時
代
で
も
あ
る
   38 

。
こ
の
家
並
御
番
の

制
度
も
そ
の
一
貫
と
い
え
よ
う
。

二
、
在
郷
へ
居
を
移
す

（
一
）「
御
免
」・「
御
用
捨
」の
発
令

こ
う
し
た
門
閥
層
を
対
象
と
す
る
「
家
並
之
御
番
」・「
家
並
之
御
奉
公
」
は
、
藩
財
政

の
悪
化
に
伴
う
藩
士
た
ち
へ
の「
手
伝
金
」の
賦
課
や
倹
約
令
発
布
の
際
に
し
ば
し
ば「
御

免
」・「
御
用
捨
」
さ
れ
、
同
じ
く
大
番
組
の
「
御
番
」
も
免
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け

で
は
な
く
、
年
始
や
藩
主
の
江
戸
参
府
・
国
許
下
向
に
あ
た
っ
て
の
上
府
、
あ
る
い
は
、

初
御
目
見
や
諸
願
許
可
に
対
す
る
御
礼
の
言
上
も
省
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
在
郷
居
住
が

許
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

従
来
の
研
究
で
は
、
近
世
中
期
以
降
、
飢
饉
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
る
と
在
郷
屋
敷
へ

と
下
り
難
局
を
乗
り
切
る
藩
士
た
ち
が
増
え
、
特
に
天
明
の
飢
饉
の
頃
か
ら
そ
の
動
き
が

著
し
く
な
り
、
城
下
の
武
家
地
に
明
屋
敷
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る

程
度
で
あ
っ
た
   39 

。
本
来
、
藩
士
た
ち
は
主
君
の
も
と
で
「
御
番
」
に
励
む
必
要
が
あ
り
、

数
日
間
仙
台
近
郊
の
在
郷
へ
下
る
場
合
で
あ
っ
て
も
御
暇
願
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

忠
宗
が
出
し
た
家
中
法
度
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
家
計
が
窮
乏
し
た
か
ら
と
い
っ
て

勝
手
に
在
郷
移
住
で
き
た
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
で
は
、
大
勢
の
藩
士
た
ち
が
一
日
や
二

日
の
滞
在
で
は
な
く
長
期
に
わ
た
り
在
郷
に
居
住
で
き
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
深
く
考
察
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
、
四
代

藩
主
綱
村
期
以
降
、
手
伝
金
の
賦
課
と
抱
き
合
わ
せ
る
形
で
実
施
さ
れ
た
「
御
免
」・「
御

用
捨
」
は
幕
末
に
至
る
ま
で
断
続
的
に
出
さ
れ
続
け
て
お
り
（
表
₄
参
照
）、
藩
士
た
ち
が

在
郷
居
住
す
る
よ
う
に
な
る
そ
の
背
景
を
探
る
う
え
で
注
目
す
べ
き
藩
の
施
策
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

宮城教育大学紀要　第57巻　2022

- 363 -

六



仙
台
藩
伊
達
家
の
財
政
が
藩
政
初
期
よ
り
苦
し
か
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る

が
   40 

、
管
見
の
限
り
、
家
中
全
体
に
対
す
る
「
勤
方
」
の
「
御
免
」・「
御
用
捨
」
が
命
じ

ら
れ
た
の
は
四
代
藩
主
綱
村
期
に
出
さ
れ
た
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
一
二
月
晦
日
令
   41

が
最
初
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
先
の
寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）
一
二
月
三
日
に
も
綱
村
か

ら
「
御
番
組
中
」
に
対
し
て
倹
約
令
が
出
さ
れ
て
い
る
が
   42 

、
そ
の
内
容
は
「
衣
服
之
事
」・

「
振
舞
ノ
事
」・「
家
作
ノ
儀
」
に
つ
い
て
で
あ
り
、「
勤
方
」
を
免
ず
る
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
。
天
和
三
年
と
い
え
ば
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
に
一
門
～
一
族
た
ち
の
「
御
在
国

中
ノ
番
割
」
を
定
め
て
か
ら
六
年
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、「
御
領
内
楮
幣
通
用
命
セ

ラ
レ
、御
下
中
手
伝
金
ヲ
命
セ
ラ
レ
」る
代
わ
り
に
、そ
の
期
間
中
は「
勤
番
ヲ
免
」ぜ
ら
れ
、

大
番
組
の
「
御
城
当
番
」
も
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、「
御
一
門
一
家
一
族
衆
」

た
ち
に
対
し
て
は
「
年
始
御
参
勤
御
入
国
ノ
節
ハ
上
府
拝
謁
ス
ヘ
キ
旨
」
が
命
ぜ
ら
れ
て

お
り
、二
〇
日
間
ご
と
の
輪
番
で
あ
る
「
勤
番
」
は
免
除
す
る
も
の
の
、君
臣
関
係
の
確
認
・

再
生
産
の
場
で
あ
る
年
始
の
拝
謁
や
参
勤
交
代
時
の
拝
謁
は
必
須
事
項
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
綱
村
の
国
元
下
向
を
翌
年
に
控
え
た
元
禄
一
二
年
（
一
六
九
九
）
一
二
月
に

も
こ
の
種
の
法
令
が
出
さ
れ
、
天
和
三
年
令
同
様
に
門
閥
層
の
「
御
番
」
を
免
除
す
る
だ

け
で
は
な
く
、一
〇
〇
〇
石
未
満
の
者
た
ち
に
対
し
て「
御
迎
ニ
被
罷
登
候
儀
、被
致
無
用
」

と
命
じ
て
い
る
、
表
₃
に
記
し
た
よ
う
に
、
仙
台
藩
士
の
な
か
で
禄
高
が
一
〇
〇
〇
石
を

超
え
る
の
は
家
臣
全
体
の
〇
・
八
％
前
後
、
士
分
に
限
定
し
て
も
二
％
に
満
た
な
い
極
々

少
数
の
者
た
ち
で
あ
る
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
藩
士
た
ち
は
国
元
へ
下
向
す
る
藩
主
綱
村
を

出
迎
え
る
必
要
が
な
い
も
の
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
武
家
の
主
従
関
係
に
と
っ

て
主
君
へ
の
御
目
見
や
拝
謁
が
如
何
に
重
要
な
行
為
で
あ
る
の
か
と
い
う
の
は
今
さ
ら
指

摘
す
る
ま
で
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
元
禄
一
二
年
一
二
月
令
は
そ
う
し
た
行
為
を
も
免

除
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
内
容
の
法
令
が
翌
年

八
月
に
出
さ
れ
て
い
る
。
事
の
経
緯
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

奉
行
た
ち
に
よ
れ
ば
「
御
家
之
御
浮
沈
此
節
ニ
御
座
候
」
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
元

禄
一
三
年
当
時
の
藩
財
政
は
危
機
的
な
状
況
に
あ
り
、
藩
主
綱
村
に
「
此
上
ハ
御
知
行
借

上
候
様
ニ
被
仰
付
、
身
持
御
用
捨
被
成
下
可
然
段
」
を
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
綱
村
自
身

が
手
伝
金
の
賦
課
と
は
異
な
り
知
行
の
「
借
上
」
を
実
施
し
て
し
ま
え
ば
家
中
た
ち
が
ま

す
ま
す
困
窮
し
て
し
ま
う
と
判
断
し
た
と
い
い
、「
御
手
伝
金
来
年
ヨ
リ
三
貫
文
以
上
直

高
之
者
共
ニ
被
為
倍
被
仰
付
」
れ
ば
「
カ
ツ
〳
〵
御
繰
合
間
ニ
合
」
と
い
う
こ
と
で
、
今

表₄　「勤方」の「御免」・「御用捨」および在郷居住に関連する法令

※ 『忠宗公御代御書出之覚』、『伊達治家記録 < 肯山 >』、『獅山公治家記録』、『職鑑 仁』（宮城県図書館所蔵 <KD322.1- シ 2>）、『高野家記録』、『続法禁 1・4・5』、『六代治家記録』（宮
　城県図書館所蔵 <KD-209- ロ 1>）、『楽山公治家記録』（宮城県図書館所蔵 <KD-209- ラ 1>）『仙台藩気仙郡大肝入吉田家文書御用留帳』、『源貞氏耳袋 2・6・8・10・11』より作成。
　なお、「分類」覧の記号は、◎離仙や在郷居住・番割に関する規定、●勤方・身持等の免除、▲在郷居住の許可、○勤方・身持等の旧例復活、■定仙命令・定仙奨励や上府命令。

藩主 ID 法令 概要【適用年等】 分類

4 代綱村

1 寛永 13 年（1636）9 月 9 日令 在郷する場合は御暇を申し上げるよう家中法度に明記 ◎
2 延宝 5 年（1677）5 月 19 日令 番割規定 ◎
3 天和 3 年（1683）12 月晦日令 勤番免除、一門～一族は年始・参勤・入国時に要上府、大番組は御城当番御免【手伝あり】 ■・●
4 元禄 7 年（1694）閏 5 月 5 日令 一門～一族の番割改訂、大番組の勤番・休番規定 ◎
5 元禄 12（1699）12 月 29 日令 一門～一族は御番御免、1000 石以上は藩主下向時に要上府、1000 石未満は上府免除【元禄 13・14 ／手伝あり】 ■・●

6 元禄 13（1700）8 月 9 日令 一門以下無役は勤方一円免除・在郷許可・上府免除、30 石以上の大番組は御番免除、大番組不自由の者は上府免除、有役定
仙者は御礼免除、諸御礼の免除、初御目見免除、献上物免除【元禄 14 ～／手伝あり】 ▲・●

7 元禄 13（1700）8 月 10 日令 特定家臣へ在郷居住許可（命令）、大番組の御番御免【手伝あり】 ▲・●
8 元禄 13（1700）8 月 11 日令 特定家臣へ在郷居住許可（要申告）・奉公御免【手伝あり】 ▲・●

5 代吉村
9 元禄 16 年（1703）12 月 10 日令 大番組の当番日数を前代の如く 20 日に命ず ◎
10 元禄 16 年（1703）12 月 25 日令 一門～一族の番割再令、年始・参府・帰国の際の上府命令 ◎・■

6 代宗村
11 延享 3 年（1746）3 月 2 日令 大番組の在郷居住願い手続きの厳格化 ◎

12 宝暦 6 年（1756）1 月 21 日令 無役詰所以上は勤方一円御免・在郷居住許可・上府免除、大番組不如意の者は上府免除、有役定仙者は御礼免除、門閥層以
外の 1000 石未満は初御目見免除、献上物免除【宝暦 6 ～ 10 ／手伝なし】 ▲・●

7 代重村

13 宝暦 8 年（1758）2 月 15 日令 藩主初入部以後、奉公・身持等を倹約以前に戻す【宝暦 8 ～】 ○
14 明和 4 年（1767）2 月 11 日令 大進歴々へ在所に籠もらず上府すべき旨を布令 ■

15 明和 4 年（1767）3 月令 一門～太刀上は御番御免・上府免除、詰所以上は御礼の一部免除、詰所以下は御礼免除、30 石以上の大番組は御番免除、献
上物免除【手伝あり】 ●

16 安永 4 年（1775）閏 12 月 29 日令 2 年後から御番を旧例に戻し、上府・御礼・献上物等は来年から旧例に戻す【安永 6 ～】 ○
9 代周宗 17 文化 7 年（1810）7 月 17 日令 大番組無役定仙の者が無断で在郷等へ下る者がいるため手続きを整備 ◎

10 代斉宗
18 文化 9 年（1812）7 月 18 日令 襲封日より儀容・礼文を旧貫に復す【文化 9 ～】 ○
19 文化 11 年（1814）6 月 11 日令 詰所以上・以下ともに御礼の一部御免、大番組は御番御免【手伝あり】 ●

11 代斉義

20 文政 5 年（1822）令 在郷居住者へ来春までの定仙を布令【～文政 6】 ■
21 文政 6 年（1823）5 月令 定仙命令を撤回し向こう 3 年間は在郷居住を許可【文政 6 ～ 8 ／手伝あり】 ▲
22 文政 8 年（1825）6 月 23 日令 当年より 7 年間の拝借金下賜と定仙奨励【文政 8 ～天保 2】 ■
23 文政 9 年（1826）令 来年の正月より御礼を旧例に戻す【文政 10 ～】 ○

12 代斉邦 24 天保 4 年（1833）2 月令 定仙命令 ■

13 代慶邦

25 弘化 4 年（1847）12 月 23 日令 来年は御礼等の用捨を継続【～嘉永 1 ／手伝なし←天保 13 ～弘化 4 まで手伝あり】 ●
26 嘉永 1 年（1848）11 月 28 日令 諸御礼以外は来年から 3 年間用捨を延長し【嘉永 2 ～ 4 ／手伝なし】、御礼は来年から旧例に戻す【嘉永 2 ～／手伝なし】 ●・○
27 安政 3 年（1856）8 月 11 日令 今年は御礼等の用捨を継続する旨を布令【～安政 3 ／手伝を廃止←安政 2 から手伝あり】 ●
28 安政 3 年（1856）12 月令 来年始の帳付御礼の期限を延長 ●

29 文久 2 年（1862）10 月 13 日令 来年からの 5 年間も御礼の用捨を延長【文久 3 ～慶応 3 ／文久 1 からの手伝は今年まで、ただし、文久 3 ～は備金を賦課】、
一門～太刀上は上府免除、有役者へ年 2 回の在郷御暇を付与 ●

仙台藩士の在郷居住に関する基礎的研究
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回
の
「
御
用
捨
」
を
命
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
、
元
禄

一
四
年
か
ら
そ
れ
ま
で
の
「
御
手
伝
金
」
の
倍
額
を
「
三
貫
文
以
上
」
＝
三
〇
石
以
上
の
全

て
の
知
行
取
・
俸
禄
取
に
課
す
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
代
わ
り
に
出
さ
れ
た
の
が
、

元
禄
一
三
（
一
七
〇
〇
）
八
月
九
日
発
令
の
「
御
用
捨
」
で
あ
っ
た
。
以
下
に
示
す
の
が
同

法
令
で
あ
り
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
の
冷
害
を
き
っ
か
け
に
起
こ
っ
た
宝
暦
の
飢
饉

下
で
出
さ
れ
た
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
一
月
二
一
日
令
は
、
こ
の
元
禄
一
三
年
八
月
九

日
令
（
史
料
二
）
を
下
敷
き
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
   43 

。

史
料
二

　
　

覚

一
御
一
門
中
始
大
進
小
進
共
ニ
、
指
当
ル
御
奉
公
不
相
勤
輩
ハ
、
御
手
伝
倍
被
仰
付
、
内

当
年
ヨ
リ
勤
方
一
円
御
免
被
成
下
候
、
勝
手
次
第
在
所
ニ
罷
在
、
年
始
御
参
勤
御
下
向

之
節
モ
御
目
見
ニ
罷
登
間
敷
候
、
御
在
国
中
何
時
ニ
而
モ
勝
手
次
第
ニ
一
度
罷
登
御
目

見
可
仕
候
、
但
品
有
之
輩
者
追
而
可
申
渡
候
、
勿
論
至
而
軽
ク
仕
可
罷
登
事
、

一
御
国
御
番
仕
候
者
、
三
貫
文
以
上
当
年
ヨ
リ
御
番
一
円
ニ
御
免
被
成
下
候
、
御
在
国
中

年
始
御
参
勤
御
下
向
之
節
ニ
而
モ
、
勝
手
次
第
一
度
罷
登
御
目
見
可
仕
候
、
至
而
不
自

由
ニ
候
者
ハ
不
罷
登
候
テ
モ
不
苦
候
事
、

一
御
役
目
相
勤
定
仙
台
之
者
、
年
始
御
参
勤
御
下
向
之
節
計
前
々
之
通
罷
出
、
其
外
ハ
例

月
之
御
礼
モ
無
用
候
、
御
用
ニ
而
致
登
城
候
時
ハ
、
御
通
之
御
目
見
仕
候
儀
ハ
勝
手
次

第
ニ
可
仕
候
、
但
人
ニ
ヨ
リ
品
有
之
輩
ハ
追
而
可
申
渡
候
事
、

一
御
役
目
等
又
ハ
御
奉
公
之
勤
在
之
者
其
品
ニ
ヨ
リ
勤
方
窕
候
様
ニ
段
々
御
吟
味
勤
之
恰

好
可
被
仰
付
候
事
、

一
諸
願
之
儀
、
家
督
被
仰
付
儀
共
ニ
在
郷
ニ
罷
在
候
輩
ハ
、
名
代
ニ
而
可
申
渡
事
、

　
　

附
願
相
出
候
儀
モ
、
在
郷
ニ
罷
在
候
輩
ハ
名
代
ニ
而
願
相
出
可
申
候
事
、

一
家
督
御
礼
之
儀
ハ
、
其
身
勝
手
次
第
願
可
申
上
候
、
其
外
諸
御
礼
先
ハ
不
及
申
上
候
、

品
ニ
ヨ
リ
不
申
上
不
叶
節
ハ
可
致
指
図
事
、

一
子
共
始
而
御
目
見
之
儀
、
当
分
無
用
之
事
、

一
御
祝
儀
指
上
候
儀
、
在
合
候
輩
成
程
軽
ク
御
肴
代
差
上
可
申
候
、
品
ニ
ヨ
リ
在
所
又
ハ

御
在
江
戸
之
節
ハ
、
御
国
元
ヨ
リ
差
上
候
共
、
其
節
可
致
指
図
事
、

一
江
戸
并
在
所
ヨ
リ
仙
台
江
使
者
飛
脚
之
儀
、
最
前
申
渡
候
ヨ
リ
モ
各
別
軽
ク
、
先
ハ
飛

脚
ヲ
モ
為
差
登
申
間
敷
候
、
品
ニ
ヨ
リ
差
上
不
申
不
叶
時
分
ハ
可
致
指
図
事
、

一
献
上
物
一
式
無
用
、
品
ニ
ヨ
リ
差
上
不
申
不
叶
時
分
ハ
可
致
指
図
事
、

一
自
分
身
分
身
持
之
儀
、
最
前
段
々
被
仰
出
奉
行
共
申
渡
候
ヨ
リ
モ
、
各
別
倹
約
ニ
仕
、

大
進
之
輩
又
ハ
御
近
習
向
立
廻
リ
候
者
モ
、
勝
手
次
第
木
綿
ヲ
モ
着
可
申
候
、
妻
子
等

之
衣
類
ニ
至
迄
至
而
軽
ク
可
仕
候
、
乍
勿
論
少
分
之
儀
ヲ
モ
相
厭
造
作
不
仕
候
様
ニ
可

仕
候
事
、

　
　

以
上

　

八
月
九
日

ま
ず
、
第
一
条
で
「
御
一
門
中
始
大
進
小
進
共
ニ
、
指
当
ル
御
奉
公
不
相
勤
輩
」
に
つ

い
て
書
か
れ
て
お
り
、
彼
ら
は
御
手
伝
年
限
中
の
「
勤
方
」
を
「
一
円
御
免
被
成
下
」
れ
、

か
つ
、「
勝
手
次
第
在
所
ニ
罷
在
」
と
在
郷
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。
自
由
に
在
郷
居
住
し

て
良
い
と
す
る
規
定
は
、
こ
れ
ま
で
に
出
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
り
、
前
年
の
法

令
よ
り
も
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
年
始
御
参
勤
御
下

向
之
節
」
に
拝
謁
す
る
た
め
仙
台
へ
と
上
っ
て
く
る
こ
と
も
「
御
用
捨
」
さ
れ
、
藩
主
在

国
中
に
一
度
だ
け
拝
謁
す
れ
ば
良
い
と
さ
れ
て
い
る
。

続
く
第
二
条
は
、
御
国
御
番
を
務
め
る
大
番
組
士
に
向
け
た
条
文
で
あ
り
、
倍
額
の
御

手
伝
金
を
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
三
〇
石
以
上
の
大
番
組
士
た
ち
も
や
は
り
「
御
番
一
円

ニ
御
免
」
と
さ
れ
、
藩
主
在
国
中
に
一
度
だ
け
上
府
し
御
目
見
を
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
と
て
も
「
至
而
不
自
由
ニ
候
者
」
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
す
る
必
要
が
な
い

も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
第
三
条
は
、
有
役
者
で
定
仙
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
の
条
文
で
、

年
始
・
参
勤
・
下
向
時
の
み
拝
謁
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、「
例
月
之
御
礼
」
を
始
め
と
す

る
日
常
的
な
「
御
礼
」
は
「
無
用
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
四
条
に
て
「
御
役
目
等

又
ハ
御
奉
公
之
勤
在
之
者
」
た
ち
の
「
勤
方
」
を
緩
め
る
よ
う
な
検
討
を
す
る
こ
と
が
謳

わ
れ
て
い
る
。

第
五
条
は
、
在
郷
居
住
の
者
が
い
る
と
い
う
前
提
で
、
諸
願
の
提
出
方
法
と
し
て
名
代

に
よ
る
代
理
提
出
を
認
め
る
こ
と
と
し
、
そ
の
願
い
に
対
す
る
申
し
渡
し
の
場
に
も
名
代

を
派
遣
す
れ
ば
良
い
と
し
て
い
る
。
家
督
相
続
願
に
つ
い
て
も
同
様
の
扱
い
に
さ
れ
た
よ

う
で
、家
臣
の
家
の
存
続
が
か
か
る
願
い
の
取
り
扱
い
も
簡
略
化
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
六
条
で
は
、
そ
の
家
督
相
続
願
が
許
可
さ
れ
た
時
の
御
礼
だ
け
は
自
由
に
願
い
出
る
こ
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と
と
さ
れ
、
そ
の
他
の
御
礼
に
つ
い
て
は
不
要
と
さ
れ
て
い
る
。
第
七
条
は
藩
士
の
子
ど

も
た
ち
の
初
御
目
見
に
関
す
る
条
文
だ
が
、
こ
れ
も
「
当
分
無
用
之
事
」
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
第
八
条
で
「
御
祝
儀
」
の
献
上
を
軽
く
す
べ
き
こ
と
、
第
九
条
で
江
戸
や
在

所
か
ら
仙
台
へ
と
使
者
や
飛
脚
を
派
遣
す
る
件
に
つ
い
て
「
各
別
軽
ク
」
す
る
こ
と
、
第

一
〇
条
で
「
献
上
物
一
式
」
を
無
用
と
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
最
後
の
第
一
一

条
で
は
衣
服
や
造
作
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
日
常
的
な
「
勤
方
」
全
て
を
「
御
免
」
す
る
に
止
ま
ら
ず
、「
勝
手
次

第
在
所
ニ
罷
在
」
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
年
始
や
藩
主
の
江
戸
出
府
・
国
元
下
向
の
際
の
上

府
も
さ
せ
ず
、
在
郷
に
い
る
場
合
に
は
家
督
相
続
願
も
含
め
て
諸
願
の
願
い
出
と
申
し
渡

し
は
全
て
名
代
を
出
せ
ば
済
み
、
藩
士
の
息
子
た
ち
の
初
御
目
見
は
当
分
の
間
は
無
用
と

さ
れ
、
献
上
物
も
一
切
無
用
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
特
に
無
役
の
者
た
ち
に
と
っ
て

は
、
定
仙
し
て
い
な
く
と
も
問
題
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
有
役
者
で
定
仙
し
て
い

る
者
に
つ
い
て
も
、
藩
主
の
前
に
罷
り
出
る
の
は
年
始
と
参
勤
交
代
時
に
限
ら
れ
日
常
的

な
御
礼
は
無
用
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
御
免
」・「
御
用
捨
」
は
表
₄
に
示
し
た
よ
う
に
幕
末
ま
で
断
続
的
に
出
さ

れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
時
に
旧
例
へ
の
回
帰
を
目
指
す
が
、
長
続
き
す
る
こ
と
は

な
く
ま
た
も
や
同
様
に
発
令
さ
れ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。今
回
の
門
閥
層
に
対
す
る「
勤

方
一
円
御
免
」
や
大
番
組
士
に
対
す
る
「
御
番
一
円
ニ
御
免
」
に
つ
い
て
も
三
年
後
の
元

禄
一
六
年
（
一
七
〇
三
）
に
は
五
代
吉
村
へ
の
藩
主
交
替
を
機
に
元
に
戻
さ
れ
て
お
り
   44 

、
こ
の
再
三
再
四
に
わ
た
る
「
御
免
」・「
御
用
捨
」
と
旧
例
へ
の
回
帰
の
繰
り
返
し
に
よ
っ

て
易
き
に
流
れ
る
藩
士
た
ち
が
大
勢
現
れ
、
藩
の
定
仙
命
令
に
も
従
わ
ず
在
郷
へ
と
住
み

続
け
る
者
の
数
が
増
え
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
二
）生
き
る
た
め
の
在
郷
居
住

自
ら
の
家
計
の
窮
乏
に
よ
っ
て
在
郷
へ
と
居
を
移
す
と
い
う
行
為
は
近
世
前
期
か
ら

み
ら
れ
、
何
も
近
世
中
後
期
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）

「
御
鍛
冶
奉
行
」
で
あ
っ
た
「
安
積
茂
左
衛
門
」
は
勘
定
奉
行
に
「
願
之
覚
書
」
を
提
出
し
、

役
職
か
ら
の
解
放
と
在
郷
屋
敷
へ
の
移
住
を
願
い
出
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
仙
台
定

詰
之
御
役
目
」
を
「
三
拾
壱
ヶ
年
」
に
わ
た
っ
て
勤
め
た
と
い
い
、
鍛
冶
奉
行
と
い
う
役

職
が
「
色
品
多
役
目
」
で
あ
る
が
故
に
「
毎
日
役
所
へ
相
詰
、
気
も
草
臥
申
候
与
相
見
へ
、

物
毎
前
後
」
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、「
小
身
」
の
彼
に
と
っ
て
の
仙
台
定
詰
の
奉
公
は
か
な

り
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ど
う
や
ら
こ
れ
以
前
か
ら「
御
役
目
」を「
御

免
」し
て
欲
し
い
と
度
々
訴
え
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
に
い
た
よ
う
で
、

今
回
、「
第
一
進
退
不
通
ニ
相
叶
不
申
候
間
、
旁
御
憐
愍
を
以
御
赦
免
被
成
下
候
ハ
ヽ
、

所
持
仕
候
在
郷
屋
敷
へ
も
取
移
、
永
ク
御
奉
公
相
続
申
度
念
願
御
座
候
」
と
述
べ
、
奉
公

継
続
の
た
め
に
も
御
役
御
免
と
在
郷
へ
の
移
住
を
認
め
て
も
ら
う
よ
う
そ
の
取
り
成
し
を

勘
定
奉
行
に
依
頼
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

茂
左
衛
門
の
家
は
家
格
平
士
で
願
い
が
出
さ
れ
た
頃
の
禄
高
は
「
五
貫
文
」
＝
五
〇
石

で
あ
っ
た
が
、
寛
文
一
〇
年
の
平
士
以
上
の
藩
士
た
ち
の
禄
高
構
成
を
み
る
と
、
平
士
総

数
二
七
四
二
人
の
凡
そ
六
四
％
に
あ
た
る
一
七
四
七
人
が
一
〇
〇
石
未
満
の
者
た
ち
で
あ

り
、
そ
の
う
ち
禄
高
五
〇
石
以
上
一
〇
〇
石
未
満
の
者
は
五
四
九
人
で
平
士
全
体
の
約

二
〇
％
を
占
め
て
い
た
。
つ
ま
り
、
茂
左
衛
門
は
他
の
藩
士
た
ち
と
比
較
し
て
と
り
わ
け

禄
高
が
低
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
   45 

、
そ
う
い
う
彼
で
あ
っ
て
も
「
仙
台
定
詰
之
御

役
目
」
は
「
気
も
草
臥
申
」
と
い
い
「
進
退
不
通
ニ
相
叶
不
申
」
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ

う
な
精
神
的
に
も
経
済
的
に
も
負
担
の
大
き
い
激
務
で
あ
っ
た
。
結
局
、
彼
は
、
職
務
上

の
功
績
が
評
価
さ
れ
て
五
〇
石
の
加
増
が
認
め
ら
れ
、
禄
高
合
計
一
〇
〇
石
と
な
る
が
、

鍛
冶
奉
行
の
職
は
解
か
れ
て
お
ら
ず
引
き
続
き
奉
公
し
続
け
て
い
る
   46 

。

門
閥
層
が
安
積
茂
左
衛
門
と
同
じ
よ
う
に
在
郷
へ
の
移
住
願
い
を
出
す
こ
と
も
あ
り
、

時
代
は
下
る
が
、
家
格
着
座
で
禄
高
一
六
五
〇
石
で
あ
っ
た
高
野
家
の
事
例
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
延
享
四
年（
一
七
四
七
）四
月
二
一
日
、四
七
歳
の
高
野
隼
人（
後
に
備
中
）

倫
兼
は
「
持
病
之
内
痔
」
を
理
由
に
「
御
役　

御
免
被
成
下
度
旨
」
を
願
い
出
て
お
り
翌
月

一
一
日
に
許
可
さ
れ
て
い
る
が
、
同
年
の
九
月
に
今
度
は
「
進
退
困
窮
相
続
仕
兼
候
付
」

と
い
う
理
由
で
「
在
所
刈
田
郡
平
沢
村
え
取
移
申
度
」
き
旨
を
言
上
し
て
い
る
。
士
分
全

体
の
二
％
に
も
満
た
な
い
上
層
に
位
置
す
る
上
級
藩
士
な
の
で
あ
る
か
ら
家
格
平
士
な
ど

と
状
況
は
異
な
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
実
際
は
そ
う
で
も
な
く
、「
当
分
稠
敷
倹
約
仕

末
々
御
奉
公
指
支
不
申
様
ニ
」
し
た
い
が
仙
台
屋
敷
に
い
た
の
で
は
「
村
之
様
倹
約
相
成

兼
」
る
し
「
保
養
ニ
も
不
罷
成
旨
御
医
師
も
申
聞
候
」
と
い
う
こ
と
で
、
知
行
地
で
あ
る

平
沢
村
へ
の
移
住
を
望
ん
で
い
る
。
こ
の
願
い
は
直
ぐ
に
許
可
さ
れ
九
月
下
旬
に
は
倫
兼

の
家
族
が
在
所
へ
と
移
っ
て
お
り
、
彼
自
身
は
同
年
の
一
一
月
一
日
に
八
幡
の
龍
宝
寺
境

内
に
あ
っ
た
「
山
荘
」
に
家
中
四
人
を
引
き
連
れ
移
っ
て
い
る
。
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）

仙台藩士の在郷居住に関する基礎的研究
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九
月
に
同
所
に
「
小
屋
」
＝
「
家
宅
」
が
建
て
ら
れ
、
そ
れ
以
前
か
ら
家
中
の
長
屋
も
あ
っ

た
の
で
、
少
な
い
家
臣
と
一
緒
に
そ
こ
で
暮
ら
し
倹
約
に
励
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
   47 
。

当
時
こ
う
し
た
在
郷
移
住
を
希
望
す
る
者
が
ど
れ
く
ら
い
存
在
し
た
の
か
明
ら
か
に

し
得
な
い
が
、
倫
兼
が
願
い
出
を
す
る
前
年
の
三
月
二
日
に
は
、
大
番
組
士
た
ち
の
在
郷

居
住
に
つ
い
て
の
手
続
き
を
厳
格
化
す
る
法
令
が
出
さ
れ
て
い
る
   48 

。
そ
れ
ま
で
は
「
其

身
勝
手
を
以
在
郷
致
候
段
」
を
報
告
す
る
だ
け
で
よ
く
「
届
一
通
ニ
而
引
移
」
る
の
が
普

通
だ
っ
た
が
、今
後
は「
諸
願
同
様
」に「
品
々
達
書
願
重
判
ニ
而
順
を
以
指
図
を
得
へ
き
」

と
さ
れ
て
い
る
。
享
保
一
二
年
四
月
の
「
御
暇
被
下
格
」
に
「
在
郷
へ
用
事
有
之
御
暇
願
」

に
関
す
る
条
文
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
在
郷
へ
と
赴
く
際
に
は
事
前
に
御

暇
願
を
出
す
必
要
が
あ
っ
た
筈
だ
が
、「
諸
士
在
郷
住
居
願
之
事
」
に
関
す
る
法
令
が
改

め
て
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、当
時
の
実
態
と
し
て「
届
一
通
ニ
而
」在
郷
へ
と「
引

移
」
る
者
た
ち
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
、
こ
れ
以
前
は
藩
当
局
も
そ
う
し
た
者
た
ち
の
行
動

を
何
ら
規
制
し
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
、「
諸
願
同
様
ニ
」
と
あ
る
と
こ
ろ

を
み
る
と
、
例
え
ば
、
家
督
相
続
願
や
初
御
目
見
願
の
よ
う
な
も
の
は
在
郷
居
住
に
つ
い

て
の
そ
れ
よ
り
も
厳
格
に
処
理
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
逆
に
い
え
ば
、
延
享
三
年
当
時

は
そ
う
し
た
願
い
よ
り
も
在
郷
居
住
に
関
す
る
願
い
の
方
が
簡
単
に
処
理
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
が
一
八
世
紀
半
ば
に
差
し
掛
か
る
頃
の
様
子
だ
と
し
て
、
そ
の
後
、
藩
士
た
ち

の
在
郷
移
住
が
加
速
す
る
大
き
な
き
っ
か
け
は
領
内
各
地
に
未
曾
有
の
損
害
を
も
た
ら
し

た
一
八
世
紀
後
半
の
飢
饉
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
に
も
天
明
の
飢
饉
を
境
に
大
勢
の
藩
士

た
ち
が
城
下
を
離
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
う
し
た
動
き
は
天
明
よ
り
も
前

の
宝
暦
の
飢
饉
後
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、『
高
野
家
記
録
』
の
宝
暦
～
安
永
頃
の
記
録
に

は
他
家
の
在
郷
移
住
に
関
す
る
記
事
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
   49 

。
高
野
家
も
宝
暦

一
一
年
（
一
七
六
一
）
に
在
郷
へ
の
移
住
を
決
め
て
い
る
が
、
同
家
で
は
「
在
所
ニ
居
候

へ
ハ
召
使
へ
給
金
相
減
、
召
使
候
所
ハ
只
今
迄
に
不
相
変
、
薪
・
客
・
進
物
等
、
朝
夕
之

野
菜
、
其
外
全
体
入
料
相
懸
劣
」
る
し
、
引
っ
越
し
す
る
に
あ
た
っ
て
の
経
費
も
、「
祭

室
と
女
房
屋
ニ
入
料
相
懸
候
得
と
も
家
中
手
伝
・
釘
・
木
挽
・
畳
迄
之
儀
ニ
而
僅
之
事
ニ

御
座
候
、
運
送
ニ
村
夫
故
二
・
三
両
ニ
過
間
敷
」
と
判
断
し
て
い
る
   50 

。

た
だ
し
、
移
住
決
定
に
至
る
ま
で
に
は
当
主
で
あ
る
高
野
備
中
倫
兼
と
家
中
と
の
間
で

種
々
議
論
さ
れ
て
お
り
、
倫
兼
自
身
は
「
我
等
所
存
ハ
山
荘
え
取
移
候
歟
、
や
は
り
今
迄

之
通
在
府
申
歟
、
祭
室
之
ま
つ
り
・
書
会
を
除
之
外
、
年
始
・
節
句
・
客
招
請
進
物
類
犇

と
相
止
大
所
ニ
而
下
々
取
遣
之
時
々
之
祝
儀
物
如
只
今
迄
、
山
荘
被
遊
も
日
隔
に
い
た
し

彼
此
位
之
減
少
之
外
ハ
難
成
儀
と
存
候
」
と
語
り
、「
在
所
」
へ
の
移
住
に
難
色
を
示
し
て

い
た
。
彼
は
「
無
偸
庵
先
生
」
こ
と
齋
藤
林
太
夫
永
胤
に
師
事
し
て
お
り
   51 

、
倫
兼
と
永

胤
は
林
子
平
の
上
書
に
も
「
当
時
御
国
」
の
「
儒
家
の
博
学
」
と
し
て
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
人
物
で
   52 

、「
講
学
を
止
候
而
は
難
成
」
と
い
う
考
え
を
持
つ
倫
兼
に
と
っ

て
家
臣
た
ち
が
高
野
家
の
家
族
を
在
所
へ
移
住
さ
せ
る
案
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
、
そ
れ
は
、「
末
々
子
孫
可
御
用
立
事
を
相
止
身
上
の
相
続
を
計
り　

国
恩
に
報
候
意

無
之
仕
形
」
だ
と
語
っ
て
い
る
。
齢
六
〇
を
超
え
た
自
分
と
は
違
い
年
若
き
息
子
で
あ
る

善
太
郎
博
兼
が
学
問
を
す
る
機
会
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
承
服
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
   53 

。
倫
兼
が
学
ん
で
い
た
「
無
偸
庵
」
で
も
高
野
家
の
移
住
の
話
が
話
題
に
上
り
、「
姉
歯
氏
」

が
自
ら
の
実
兄
姉
歯
八
郎
右
衛
門
の
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
高
野
家
の
認
識
の
よ
う
に
在

郷
で
生
活
す
る
方
が
倹
約
に
繋
が
る
と
い
う
理
解
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
姉
歯
に
よ
れ
ば
、
兄
の
八
郎
右
衛
門
は
困
窮
の
た
め
在
郷
へ
と
引
っ
越
し
た
も
の
の

「
却
而
不
相
続
」
に
な
っ
て
し
ま
い
、
仙
台
に
戻
っ
て
き
て
「
漸
取
続
体
ニ
成
、
今
ハ
御
役

も
渇
々
勤
」
め
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
な
ぜ
そ
ん
な
に
在
郷
で
経
費
が
嵩
む
の
か
と
い
え

ば
、
そ
れ
は
、「
在
郷
ニ
而
は
諸
給
人
出
会
段
々
出
来
、
第
一
百
姓
共
相
親
ミ
様
子
見
廻
、

又
ハ
祭
礼
又
ハ
苅
上
餅
な
と
色
々
名
付
持
参
、
随
而
会
釈
之
故
府
中
ゟ
物
入
か
さ
」
む
か

ら
な
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
倫
兼
は
、「
私
在
所
ハ
一
向
ニ
左
様
之
儀
無
之
、
此

費
ハ
無
之
」
と
述
べ
て
お
り
、
宝
暦
一
一
年
当
時
の
藩
士
た
ち
が
在
郷
で
の
暮
ら
し
が
本

当
に
倹
約
に
繋
が
る
の
か
ど
う
か
話
題
に
し
、議
論
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
   54 

。
ま
た
、

姉
歯
が「
在
郷
ニ
而
は
諸
給
人
出
会
段
々
出
来
」と
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、当
時
、

在
郷
に
移
り
住
ん
で
き
た
「
諸
給
人
」
た
ち
の
数
が
増
え
て
い
た
様
子
が
想
像
さ
れ
よ
う
。
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三
、
呼
び
戻
さ
れ
て
も
戻
ら
な
い

（
一
）在
郷
居
住
者
の
増
加

宝
暦
の
飢
饉
は
宝
暦
五
年（
一
七
五
五
）の
冷
害
に
始
ま
り
   55 

、こ
の「
御
領
内
大
不
作
」

に
よ
っ
て
「
田
畑
水
損
又
ハ
不
熟
皆
無
之
地
夥
敷
」
き
状
態
と
な
り
、「
五
十
四
万
石
余
之

御
損
亡
」
が
出
た
と
い
う
が
、
こ
れ
を
受
け
藩
は
宝
暦
六
年
一
月
二
一
日
に
「
元
禄
辰
巳

之
御
法
式
」
に
倣
っ
た
倹
約
令
を
厳
命
し
元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
）
八
月
九
日
令
に
範

を
取
っ
た
「
勤
方
」
の
「
御
免
」
を
布
令
す
る
に
至
っ
て
い
る
   56 

。
今
回
は
御
手
伝
金
は

課
さ
れ
な
か
っ
た
が
、「
勤
方
」
の
「
御
免
」
や
衣
服
・
家
作
な
ど
の
一
般
的
な
倹
約
令
が

出
さ
れ
た
だ
け
は
な
く
、
武
士
身
分
な
ら
ば
当
然
の
如
く
召
し
連
れ
る
べ
き
供
連
に
つ
い

て
供
の
人
数
を
具
体
的
に
示
す
形
で
こ
れ
に
規
制
を
加
え
、
馬
や
輿
・
駕
籠
に
乗
る
行
為

に
つ
い
て
も
抑
制
し
て
い
る
   57 

。
後
者
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
大
番
組
な
ど
一
般
の

藩
士
た
ち
が
日
常
的
に
召
し
連
れ
る
供
人
数
は
一
〇
〇
〇
石
以
上
・
未
満
と
も
に
「
上
下

三
人
、
或
ハ
一
僕
、
或
ハ
無
僕
ニ
而
も
勝
手
次
第
」
と
さ
れ
て
お
り
、
場
合
に
拠
っ
て
は

無
僕
の
侍
が
現
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
武
士
の
嗜
み
と
も
い
う
べ
き
供
連
を
削

減
し
て
で
も
経
費
を
節
減
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
二
年
後
の
宝
暦
八
年
二
月
一
五
日
に
「
詰
所
以
上
之
諸
士
」
が
城
に

集
め
ら
れ
「
当
夏　

御
暇
被　

仰
出　

御
下
向
被
遊
候
ハ
ヽ
、　

御
代
替
始
而　

御
入
部

被
遊
候
間
、　

御
着
城
之
砌
よ
り
人
馬
召
連
候
義
并
諸
御
礼
其
外
諸
事
御
倹
約
已
前
之
通

被　

仰
付
旨
」
が
命
ぜ
ら
れ
て
お
り
   58 

、
七
代
藩
主
重
村
の
初
入
国
を
前
に
旧
例
へ
の

回
帰
が
図
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
二
月
一
一
日
に
は
、家
格
一
家
・

一
族
と
禄
高
三
〇
〇
〇
石
以
上
の
代
々
着
座
（
家
格
着
座
）
の
藩
士
お
よ
び
そ
の
息
子
た

ち
に
対
し
て
「
供
人
数
等
ハ
随
分
相
略
」
し
て
で
も
良
い
の
で
「
仙
台
え
時
々
罷
登
稽
古

事
等
は
勿
論
相
応
之
応
対
仕
候
様
可
心
懸
」
き
旨
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
   59 

。

何
故
こ
の
よ
う
な
命
が
出
さ
れ
た
の
か
と
言
え
ば
、「
御
一
家
・
御
一
族
之
輩
を
始
大

進
之
輩
」
た
ち
は
「
在
所
ニ
計
罷
在
」
る
の
で
「
万
事
初
心
世
辺
風
土
之
義
ハ
猶
不
案
内
ニ

而
、
稀
ニ
江
戸
等
え
被
相
登
候
而
も
不
相
届
義
共
相
聞
得
」
る
か
ら
で
あ
り
、
彼
ら
「
大

進
之
輩
」
た
ち
は
天
明
の
飢
饉
よ
り
も
前
に
す
で
に
仙
台
城
下
か
ら
足
が
遠
の
き
が
ち
に

な
っ
て
い
た
様
子
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
命
が
出
さ
れ
た
の
は
二
月
一
一
日
で
あ
り
、
翌

三
月
二
三
日
に
藩
主
重
村
が
江
戸
へ
と
向
か
う
こ
と
に
は
な
る
が
、
発
令
時
点
で
は
藩
主

が
在
国
中
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
門
閥
層
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
家
並
之
御

番
」・「
家
並
之
御
奉
公
」
は
一
体
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
明
和
四
年
二
月
一
一
日
令
が
出
さ
れ
た
翌
月
、
今
度
は
逆
に
、「
此
度
関
東
筋
川
々

御
普
請
御
手
伝
被
蒙　

仰
候
ニ
付
」
と
い
う
こ
と
で
三
〇
石
以
上
の
全
て
の
藩
士
た
ち
に

「
御
手
伝
」
が
賦
課
さ
れ
、
そ
の
代
わ
り
に
元
禄
一
三
年
八
月
九
日
令
・
宝
暦
六
年
一
月

二
一
日
令
と
同
じ
よ
う
な
「
御
用
捨
」
が
出
さ
れ
て
い
る
   60 

。
そ
し
て
、
御
手
伝
の
期
間

中
は
「
御
一
門
始
大
番
組
三
貫
文
以
上
之
輩
迄
勤
方
窕
候
様
被
成
下
候
」
と
い
う
こ
と
で

「
御
用
捨
」
の
内
容
を
列
挙
し
た
「
別
紙
」
の
写
し
が
藩
士
た
ち
へ
と
廻
さ
れ
て
い
る
。
幕

府
の
大
名
課
役
を
課
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
方
針
転
換
で
あ
り
致
し
方
な
い
の
で
あ
ろ
う

が
、「
御
免
」・「
御
用
捨
」
の
政
策
を
通
時
的
に
追
っ
て
い
く
と
、
藩
の
方
針
が
二
転
三

転
し
て
い
る
様
子
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
閏
一
二
月
二
九
日
に

は
翌
々
年
か
ら
の
旧
例
回
帰
を
予
告
す
る
内
容
の
「
触
」
が
廻
さ
れ
て
い
る
   61 

。

こ
の
法
令
で
は
門
閥
層
た
ち
の「
家
並
之
御
番
」や「
家
並
之
御
奉
公
」で
あ
る「
御
番
」

を
復
活
す
る
こ
と
や
大
番
組
士
た
ち
の
「
当
番
」
を
復
活
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
加
え
て
、「
近
来
在
郷
住
居
之
輩
多
、
学
問
稽
古
事
等
も
怠
不
可
然
事
ニ
候
、
来

年
当
番
被
成
下
御
用
舎
事
ニ
候
間
致
在
府
候
様
ニ
、
面
々
聢
と
吟
味
、
殿
中
向
を
も
見
習

居
勤
候
心
懸
可
仕
」
き
旨
が
門
閥
層
と
大
番
組
士
の
両
方
に
対
し
て
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
門
閥
層
も
一
般
の
藩
士
も
当
時
は
在
郷
居
住
の
者
た
ち
が
多
く
み
ら
れ
「
学
問

稽
古
事
等
」
を
怠
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

先
に
紹
介
し
た
高
野
家
の
在
郷
移
住
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
当
主
高
野
倫
兼
は
息

子
博
兼
が
仙
台
を
離
れ
る
こ
と
で
学
問
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
心
配
し
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
仙
台
を
離
れ
在
郷
へ
と
移
住
す
る
と
い
う
こ
と
は
彼
の
心
配
し
た
通
り
学
問
や
稽

古
事
を
す
る
う
え
で
良
い
環
境
と
は
言
え
ず
、「
学
問
稽
古
事
等
」
が
怠
り
が
ち
に
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
藩
当
局
は
そ
の
後
も
こ
う
し
た
藩
士
た
ち
の
姿
を
是
正
す

る
こ
と
が
で
き
て
お
ら
ず
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
は
「
学
問
并
武
芸
を
可
相
嗜
旨
」

が
先
年
よ
り
仰
せ
出
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
「
押
立
諸
芸
相
学
候
者
も
不
相
聞
得
、

怠
惰
之
至
不
届
之
事
ニ
候
」と
い
う
こ
と
で「
諸
士
第
一
之
心
懸
」で
あ
る「
文
武
之
芸
道
」

を
嗜
む
よ
う
命
じ
て
い
る
   62 

。

ま
た
、
在
郷
居
住
者
の
数
も
安
永
の
頃
よ
り
も
さ
ら
に
多
く
な
っ
て
い
き
、
天
明
三
年

（
一
七
八
三
）
冬
か
ら
翌
年
の
夏
に
か
け
天
明
の
飢
饉
が
領
内
を
襲
う
な
か
で
城
下
武
家

仙台藩士の在郷居住に関する基礎的研究
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地
が
空
洞
化
し
、
荒
れ
放
題
と
な
る
屋
敷
地
が
目
立
つ
よ
う
に
も
な
っ
て
い
く
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
様
子
を
藩
士
五
十
嵐
荘
右
衛
門
意
成
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
   63 

。

史
料
三

一
、
御
城
下
侍
屋
敷
所
々
荒
地
に
相
成
、
屋
敷
の
内
に
家
一
ツ
も
無
之
、
門
は
柱
計ば

か
り

相

残
居
又
は
柱
も
無
之
相
成
候
に
付
、
門
の
所
も
詰し

め

切
置
候
、
所
に
よ
り
表
囲
も
一
向
無

之
屋
敷
も
間
々
有
之
、
痛
入
荒
居
候
屋
敷
共
多
有
之
候
、
辻
々
の
番
所
は
損
破
又
は
一

向
無
之
相
成
候
所
も
有
之
候
、
仍
て
天
明
四
年
よ
り
当
八
年
迄
は
先
辻
番
も
不
被
指
置

候
、
町
屋
々
々
も
本
町
通
り
は
不
及
申
、
横
丁
々
々
大
方
明
屋
に
相
成
居
候
、
本
丁
通

家
無
之
相
成
候
処
は
割
竹
に
て
垣
致
置
候
、
何
年
過
如
本
之
相
成
候
物
に
候
や
御
城
下

士
丁
町
屋
共
右
の
通
大
衰
果
申
候
事

城
下
の
侍
屋
敷
に
は
荒
れ
地
と
化
し
た
場
所
が
所
々
に
み
ら
れ
、
屋
敷
地
内
に
家
が
一

つ
も
な
く
   64 

門
柱
だ
け
が
残
っ
て
い
た
り
門
柱
す
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
門
の
あ
る
場

所
を
閉
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
場
所
に
よ
っ
て
は
表
の
囲
い
が
な
い
屋
敷
も
ま
ま
み
ら
れ

荒
れ
放
題
の
屋
敷
が
数
多
く
あ
り
、
辻
々
の
番
所
も
破
損
し
、
番
所
が
な
く
な
っ
て
い
る

場
所
さ
え
あ
る
た
め
、
天
明
四
～
八
年
（
一
七
八
四
～
八
八
）
に
は
辻
番
が
置
か
れ
て
い

な
い
。
町
家
に
つ
い
て
も
表
通
り
は
言
う
に
及
ば
ず
横
丁
も
ほ
と
ん
ど
が
空
き
家
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
お
り
、
表
通
り
の
家
が
な
く
な
っ
て
い
る
場
所
に
は
割
竹
で
垣
を
設
け
て
い

る
。
何
年
経
て
ば
も
と
に
戻
る
も
の
な
の
か
。
城
下
の
侍
屋
敷
も
町
屋
敷
も
大
い
に
衰
微

し
て
い
る
。

前
掲
表
₁
に
示
し
た
絵
図
₆
の
明
屋
敷
六
七
五
軒
の
有
り
様
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な

状
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）「
郡
村
之
害
」と
定
仙
命
令

文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
八
月
一
六
日
、
次
の
よ
う
な
法
令
が
出
さ
れ
て
い
る
   65 

。
仙

台
藩
に
お
け
る
農
政
改
革
の
引
き
金
と
な
っ
た
寛
政
の
百
姓
一
揆
   66 

が
発
生
し
て
か
ら

十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

史
料
四

六
拾
番　

写

郡
村
之
義
ハ
御
大
切
之
義
ニ
而
、
是
非
郡
村
ゟ
相
立
候
義
ニ
無
之
候
而
ハ
難
被
為
成
義
ニ

付
、
段
々
御
世
話
も
被
成
下
候
事
ニ
在
之
、
是
迄
、
要
害
・
在
所
拝
領
之
輩
ハ
不
及
申
、

其
外
給
人
之
中
ニ
も
面
々
知
行
所
百
姓
共
農
事
出
精
立
続
之
義
精
々
世
話
仕
候
輩
も
相
聞

得
候
得
共
、
右
ハ
実
ニ
希
々
ニ
而
、
却
而
郡
村
之
害
ニ
相
成
候
類
不
少
粗
相
聞
得
、
不
引

合
之
事
ニ
候
、
右
害
ニ
相
成
候
趣
大
略
左
之
通

一
、
地
頭
之
権
威
を
以
、
金
石
を
借
受
返
済
指
滞
候
由
之
事

一
、
過
之
人
馬
を
召
仕
、
品
ニ
寄
候
得
而
ハ
不
相
応
之
代
取
立
等
ニ
致
、
壱
人
ニ
而
間
ニ

合
候
儀
を
も
弐
人
・
三
人
ニ
申
様
人
足
等
割
付
候
類
之
事

一
、
田
地
見
或
ハ
廻
村
之
節
百
姓
共
ゟ
地
走
を
受
、
過
分
之
入
料
為
相
懸
候
由
之
事

一
、
給
人
并
諸
家
中
之
内
ニ
ハ
百
姓
之
若
キ
者
共
引
入
、
相
手
と
し
酒
を
飲
、
風
雅
を
楽

し
ミ
、
又
ハ
弓
寄
合
等
、
其
外
都
而
百
姓
ニ
不
似
合
義
を
取
す
ゝ
め
、
或
ハ
諸
士
・

諸
家
中
猥
り
百
姓
家
へ
出
入
候
類
之
事

一
、
聊
之
過
失
を
も
大
造
ニ
申
立
申
詫
も
不
承
届
、
終
ニ
ハ
理
不
尽
之
所
行
等
在
之
、
又

ハ
百
姓
共
公
事
争
論
之
間
ニ
立
入
、
諸
願
様
之
義
等
も
下
書
致
呉
、
其
身
之
権
を

求
我
侭
之
振
廻
有
之
由
之
事

右
之
通
之
類
、
其
他
百
姓
を
虐
、
遊
惰
之
風
を
移
し
、
専
郡
村
之
害
ニ
相
成
候
も

相
聞
得
、
甚
不
都
合
之
至
り
候
条
、
自
今
已
後

上
之
御
取
扱
え
習
取
扱
候
様
可
在
之
候
、
若
又
此
節　

上
之
御
取
扱
振
不
心
得
之

輩
も
候
ハ
ヽ
扱
御
代
官
え
取
合
相
談
ヲ
も
請
候
様
可
在
之
候
、
万
壱
非
常
之
取
計

等
有
之
、
其
聞
得
於
在
之
ハ
、
訖
度
可
被
及
御
沙
汰
候
事

右
之
通
各
其
心
得
同
役
并
支
配
中
え
も
如
兼
而
之
可
相
通
候
、
以
上

　
　
　
　

文
化
四
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
向

　
　
　
　
　
　

八
月
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

和
泉

　
　
　
　
　
　
　

宮
沢
文
左
衛
門
殿　
　
　
　
　

近
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

志
摩

仙
台
藩
が
領
民
に
対
す
る
慰
撫
策
を
展
開
し
た
と
い
わ
れ
る
文
化
年
間
   67 

（
一
八
〇
四

～
一
八
）
に
出
さ
れ
た
法
令
で
あ
り
、「
要
害
・
在
所
拝
領
之
輩
」
を
始
め
と
す
る
給
人
た
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ち
の
行
動
が
「
郡
村
之
害
ニ
相
成
候
類
不
少
粗
相
聞
得
」
る
こ
と
か
ら
「
郡
村
之
害
」
と
な

る
事
項
を
具
体
的
に
列
挙
し
戒
め
の
た
め
に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は

第
四
条
で
、
給
人
や
家
中
（
陪
臣
）
が
若
い
百
姓
を
誘
い
一
緒
に
酒
を
飲
み
、
風
雅
を
愉

し
み
、
ま
た
は
弓
寄
合
等
の
百
姓
身
分
の
者
に
は
相
応
し
く
な
い
こ
と
を
勧
め
、
あ
る
い

は
、
猥
り
に
百
姓
た
ち
の
家
に
出
入
り
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
前
節

ま
で
に
み
て
き
た
通
り
、
仙
台
城
下
の
武
家
地
が
廃
れ
屋
敷
地
が
荒
れ
放
題
に
な
る
ほ
ど

在
郷
へ
と
移
動
す
る
者
た
ち
が
増
え
て
い
っ
た
わ
け
だ
が
、
在
郷
で
生
活
す
る
彼
ら
は
必

然
的
に
村
の
百
姓
た
ち
と
接
す
る
機
会
が
増
え
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
一
緒
に
酒
を
飲

ん
だ
り
百
姓
の
家
に
上
が
り
込
ん
だ
り
す
る
者
ま
で
い
る
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
行
動
が
「
百
姓
を
虐
、
遊
惰
之
風
を
移
し
、
専
郡
村
之
害
ニ
相
成
」
っ
て
い
る
と
奉

行
た
ち
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
法
文
が
現
実
を
正
確
に
言
い
表
し
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
よ
う
が
、
養

賢
堂
の
学
頭
を
務
め
た
大
槻
平
泉
の
実
兄
で
西
磐
井
郡
の
大
肝
入
を
務
め
た
大
槻
清
臣
も

文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
に
書
き
上
げ
た
『
上
書
』
の
な
か
で
全
く
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
述

べ
て
お
り
   68 

、
ま
た
別
の
史
料
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
者
た
ち
が

い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
在
郷
居
住
を
許
さ
れ
た
藩
士
た
ち
の
な
か
に

は
「
二
代
も
三
代
も
引
続
何
之
勤
も
無
之
被
指
置
」
れ
「
百
姓
江
入
交
り
酒
食
を
倶
ニ
し
、

士
風
も
失
ひ
申
族
も
有
之
」
の
だ
と
い
い
、「
山
野
之
間
ニ
住
居
」
さ
せ
た
方
が
筋
骨
も
丈

夫
に
な
り
「
万
一
之
御
用
ニ
」
役
立
つ
と
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
「
諸
士
之
為
」
に
な
る

こ
と
は
少
な
く
、
却
っ
て
「
農
民
之
妨
ニ
相
成
」
っ
て
い
る
し
「
驕
奢
之
手
本
」
に
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
昔
か
ら
在
郷
に
据
え
置
か
れ
た
者
た
ち
は
別
で
あ
る
が
、
本
来
で
あ

れ
ば
「
御
城
下
住
居
可
仕
筈
之
族
」
が
「
相
続
為
凌
之
在
郷
被
相
免
」
た
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
五
年
と
か
七
年
と
か
期
限
を
設
け
る
べ
き
で
あ
り
、
期
限
を
設
け
な
け
れ
ば
「
相
続

も
却
而
不
取
締
ニ
而
相
直
申
分
少
き
様
ニ
」
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
在
郷
屋
敷
も
下
賜
さ

れ
た
う
え
で
差
し
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、往
古
か
ら
の
「
深
き
御
趣
意
」
が
あ
っ

て
そ
う
し
て
い
る
の
か
、
改
め
て
御
吟
味
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
が
彼
の
見
解
で
あ
っ
て
、
大
槻
清
臣
も
先
の
法
令
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
在

郷
居
住
者
た
ち
の
問
題
点
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
世
紀
前

半
の
時
点
で
、
在
郷
居
住
す
る
藩
士
た
ち
の
存
在
は
藩
の
郡
村
支
配
に
影
響
を
与
え
る
よ

う
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
う
し
た
状
況
を
背
景
に
文
政
年

間
（
一
八
一
八
～
三
〇
）
に
は
藩
か
ら
在
郷
に
居
住
し
て
い
る
藩
士
た
ち
を
対
象
と
し
た

定
仙
命
令
が
出
さ
れ
た
り
、
定
仙
奨
励
策
が
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な

る
   69 

。
管
見
の
限
り
最
も
早
い
定
仙
命
令
は
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
令
で
、
そ
れ
ま
で
仙
台

屋
敷
・
在
郷
屋
敷
と
も
に
所
持
し
て
い
な
い
藩
士
た
ち
に
つ
い
て
は
御
手
伝
を
課
し
て
い

る
間
は
「
在
郷
・
町
場
外
村
地
住
居
」
を
許
し
て
い
た
が
、
文
政
六
年
に
家
中
手
伝
の
年

限
が
切
れ
る
と
い
う
こ
と
で
同
年
春
ま
で
に
は
定
仙
す
る
よ
う
に
と
命
じ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
こ
の
命
令
は
文
政
六
年
五
月
令
に
よ
っ
て
撤
回
さ
れ
て
し
ま
う
。
同
年
三
月
に
仙

台
藩
が
幕
府
か
ら
「
関
東
川
々
御
普
請
御
用
」
を
課
さ
れ
て
し
ま
い
、
引
き
続
き
家
中
手

伝
を
藩
士
た
ち
に
課
し
た
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
こ
う
し
て
向
こ
う
三
年
間
は
御
手

伝
が
賦
課
さ
れ
続
け
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
在
郷
居
住
が
認
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る

の
で
あ
っ
た
。

こ
の
文
政
五
年
令
の
撤
回
は
郡
奉
行
が
出
入
司
へ
と
上
申
し
、
出
入
司
か
ら
報
告
を

受
け
た
奉
行
が
こ
れ
を
承
認
し
た
こ
と
に
よ
る
措
置
で
あ
る
が
、
郡
奉
行
の
本
音
と
し
て

は
在
郷
居
住
の
者
た
ち
を
村
か
ら
出
し
仙
台
へ
と
返
し
た
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
郡
奉
行

の
説
明
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
文
政
五
年
令
を
実
施
す
べ
く
「
頭
々
并
拙
者
共
手
前
ニ
而

も
只
今
首
尾
」
し
て
い
た
と
こ
ろ
「
無
間
も
当
御
手
伝
被　

仰
付
」
て
し
ま
い
「
此
節
定
仙

仕
兼
」
ね
る
と
い
う
こ
と
で
出
入
司
に
「
如
此
相
達
」
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。

し
か
る
に
、
彼
ら
は
「
百
姓
地
ニ
給
人
住
居
罷
在
郡
村
一
体
之
取
扱
振
指
障
相
成
候
次
第

段
々
相
達
置
候
通
り
」
で
あ
る
の
で
「
御
年
限
過
四
ヶ
年
目
」
か
ら
は
「
定
仙
之
儀
尚
又
被

仰
渡
置
候
様
此
度
相
達
」
し
た
の
だ
と
す
る
。

つ
ま
り
、
郡
奉
行
た
ち
は
「
給
人
」
た
ち
が
「
百
姓
地
」
に
居
住
す
る
の
は
「
郡
村
一
体

之
取
扱
振
指
障
」
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
以
前
か
ら
上
役
で
あ
る
出
入
司
に
あ
れ
こ
れ

と
言
上
し
、
在
郷
居
住
者
へ
の
定
仙
を
命
じ
る
文
政
五
年
令
に
繋
げ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、

発
令
か
ら
間
も
な
く
し
て
仙
台
藩
が
幕
府
か
ら
三
年
間
の
「
関
東
川
々
御
普
請
御
家
中
御

手
伝
」
を
仰
せ
付
け
ら
れ
て
し
ま
い
、
彼
ら
の
思
惑
も
頓
挫
す
る
形
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
御
手
伝
年
限
中
の
在
郷
居
住
の
許
可
は
致
し
方
な
い
に
し
て
も
年

限
が
明
け
た
際
に
は
ま
た
定
仙
命
令
を
出
し
て
貰
い
た
き
旨
も
一
緒
に
お
願
い
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
諸
々
の
事
情
を
聞
い
た
奉
行
は
「
御
年
限
明
村
地
引
払
定
仙
之
義
」
に
つ

い
て
は
「
無
延
引
吟
味
」
す
べ
き
だ
と
の
見
解
を
示
す
一
方
で
、「
此
度
ハ
御
年
限
中
村

仙台藩士の在郷居住に関する基礎的研究
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地
住
居
被
相
免
義
計
申
渡
候
」
と
し
て
い
る
。
実
際
に
、
在
郷
居
住
を
願
い
出
た
事
例
を

み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
二
月
六
日
に
は
禄
高
二
〇
石
余
り
の

藩
士
「
秋
保
蔵
之
助
」
が
「
連
々
困
窮
仕
、
御
奉
公
相
続
可
仕
様
無
御
座
候
間
、
在
郷
仕
、

物
入
相
省
候
ハ
ヽ
相
続
取
直
可
申
候
間
」
と
い
う
理
由
で
「
刈
田
郡
円
田
村
親
類
秋
保
善

太
夫
除
屋
敷
」
に
お
け
る
「
当
年
よ
り
向
三
ヶ
年
在
郷
住
居
」
を
願
い
出
て
い
る
   70 

。

た
だ
し
、
藩
士
た
ち
の
在
郷
居
住
が
藩
の
郡
村
支
配
に
「
指
障
」
を
も
た
ら
す
状
況
を

重
く
み
た
の
か
、
文
政
八
年
の
六
月
二
三
日
に
は
、
定
仙
命
令
で
は
な
く
藩
士
た
ち
の
定

仙
を
奨
励
す
る
定
仙
奨
励
策
   71 

が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
藩
が
蔵
元
な
ど
か
ら
調

達
し
た
資
金
を
基
に
向
こ
う
七
年
間
に
わ
た
っ
て「
百
切
ニ
付
月
壱
歩
之
御
利
足
を
以
」っ

て
拝
借
金
を
貸
し
付
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
拝
借
金
を
賜
っ
た
者
は
以
後
七
年
間
は

在
郷
居
住
を
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
藩
財
政
も
逼
迫
し
て
お
り
全
藩
士
を
対
象
に
実

施
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、
先
ず
は
一
門
衆
と
定
仙
の
藩
士
に
限
り
「
御
奉
公
為
相

続
之
被
貸
下
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
在
郷
居
住
の
藩
士
の
う
ち
定
仙
の
希
望
が
あ
る
の
に

「
在
郷
住
居
引
払
候
入
料
等
」
を
用
意
で
き
ず
に
い
る
者
た
ち
に
対
し
て
も
無
役
定
仙
の

者
に
貸
与
さ
れ
る
割
合
の
半
分
を
先
ず
は
貸
し
与
え
、
残
り
の
半
分
は
在
郷
か
ら
仙
台
へ

と
居
を
移
し
て
か
ら
渡
す
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
拝
借
金
を
借
り
た
在
郷
居
住
の
者
が

四
・
五
ヶ
月
間
経
っ
て
も
定
仙
し
な
い
場
合
に
は
理
由
の
如
何
を
問
わ
ず
知
行
等
を
差
し

押
さ
え
ら
れ
る
決
ま
り
と
な
っ
て
い
る
。
藩
か
ら
の
拝
借
金
と
は
別
に
借
金
が
あ
る
藩
士

た
ち
に
つ
い
て
は
、
金
を
貸
し
た
「
金
主
」
た
ち
に
対
し
て
「
相
対
借
金
之
分
」
に
つ
い
て

は
全
て
今
か
ら
無
利
息
・
二
〇
年
賦
に
契
約
変
更
す
る
こ
と
を
要
請
し
、「
御
家
中
浮
沈

之
節
」
の
や
む
を
得
な
い
措
置
だ
と
し
て
理
解
を
求
め
て
い
る
。

こ
の
奨
励
策
に
つ
い
て
も
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
に
拝
借
金
の
貸
与
を
願
い
出
た

禄
高
四
〇
石
余
り
の
「
片
山
五
郎
兵
衛
」
の
例
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
   72 

、
効
果

が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
二

月
に
藩
士
た
ち
に
定
仙
を
命
ず
る
覚
書
が
出
さ
れ
て
お
り
   73 

、「
大
家
歴
々
之
輩
」
に
対

し
て
は
「
大
家
歴
々
之
輩
各
領
地
撫
育
を
始
御
領
内
之
警
固
・
郡
村
之
元
締
ニ
も
相
成
、

在
所
ニ
罷
有
之
義
可
被
相
嫌
事
ニ
ハ
無
之
候
へ
共
、
兎
角
在
所
ニ
計
罷
有
候
而
は
諸
事
不

案
内
之
上
、
諸
稽
古
事
等
も
行
届
兼
候
事
ニ
可
有
之
候
間
、
時
々
出
府
仕
殿
中
向
見
習
諸

稽
古
事
等
仕
、成
丈
定
仙
も
仕
候
様
可
心
懸
候
」
と
、「
大
番
組
始
諸
士
」
に
対
し
て
は
「
大

番
組
始
諸
士
定
仙
之
義
も
段
々
被　

仰
出
置
候
へ
共
、
相
続
基
本
立
兼
候
故
歟
今
以
際
立

定
仙
之
者
も
無
之
、
御
制
道
も
不
行
届
故
之
義
と
是
又
深　

御
気
之
毒
ニ
被　

思
召
候
、

自
今
各
覚
悟
を
改
、　

御
先
代
之
思
召
も
相
立
御
制
導
も
相
届
候
様
訖
度
心
懸
定
仙
可
仕

候
」
と
命
じ
て
お
り
、
門
閥
層
も
一
般
の
藩
士
た
ち
も
在
郷
居
住
し
続
け
定
仙
す
る
者
の

数
は
な
か
な
か
増
え
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
に
出
さ
れ
た
藩
士
た
ち
の
「
郡
村
之
害
」
と
な
る
よ

う
な
行
動
を
禁
じ
る
法
令
は
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）・
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）・
安

政
三
年
（
一
八
五
六
）
に
も
出
さ
れ
て
お
り
、「
一
、
給
人
并
諸
家
中
之
内
ニ
ハ
百
姓
之

若
キ
者
共
引
入
」
云
々
と
あ
る
条
文
は
一
貫
し
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
   74 

。
天
保
一
三
年

（
一
八
四
二
）
一
〇
月
二
六
日
に
は
「
百
姓
を
相
手
と
し
て
在
家
へ
入
交
」
わ
り
同
席
者
が

刃
傷
事
件
を
起
こ
し
た
の
に
そ
の
場
か
ら
逃
げ
た
笠
原
内
記
組
の
大
番
組
士
「
山
下
平
三

郎
」
が
「
凡
而
士
ニ
不
似
合
不
覚
之
至
」
と
い
う
こ
と
で
禄
高
の
半
分
を
召
し
上
げ
ら
れ

閉
門
を
申
し
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
の
頃
に
は
家
格
一
門
で
栗
原

郡
一
迫
真
坂
村
の
領
主
白
河
氏
に
つ
い
て
「
白
河
殿
慰
ノ
為
民
家
ニ
来
ラ
レ
、
近
所
ノ
士

ナ
ト
相
手
ニ
シ
、
酒
宴
等
ア
リ
、
其
賄
ハ
民
家
ヨ
リ
出
シ
、
別

料
ヲ
取
ラ
ス
、
迷
惑
ナ

リ
ト
云
モ
ノ
ア
リ
」
と
の
報
告
が
上
が
っ
て
い
る
   75 

。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
わ
か
る
よ

う
に
、
在
郷
居
住
す
る
藩
士
の
数
が
減
ら
ず
定
仙
も
な
か
な
か
進
ま
な
い
な
か
、
日
常
的

に
百
姓
と
交
わ
る
藩
士
た
ち
の
姿
は
文
化
年
間
以
降
も
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

表
₄
に
あ
る
よ
う
に
、弘
化
年
間（
一
八
四
四
～
四
八
）以
降
も
倹
約
令
や「
御
免
」・「
御

用
捨
」
を
命
ず
る
法
令
が
出
さ
れ
続
け
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
幕
府
か
ら
の
大
名
課
役
の
賦

課
と
そ
れ
を
受
け
た
藩
に
よ
る
家
中
手
伝
の
賦
課
が
続
く
な
か
に
あ
っ
て
藩
士
た
ち
の
経

済
的
逼
迫
を
考
慮
し
て
の
措
置
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
種
の
法
令
が
出
さ
れ
続
け
た
と
い
う

こ
と
は
、
文
政
の
頃
の
郡
奉
行
た
ち
が
「
此
節
定
仙
仕
兼
」
ね
る
と
判
断
し
た
よ
う
な
状

況
が
続
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
幕
末
期
の
仙
台
城
下
に
あ
っ
た
侍
屋
敷
の
数
を
も
併

せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
在
郷
居
住
者
の
大
半
を
定
仙
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
結
果
的
に
で

き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
高
野
倫
兼
が
城
下
で
の
生
活
を
「
村
之
様

倹
約
相
成
兼
」
る
と
語
っ
た
よ
う
に
、
倹
約
す
る
う
え
で
は
在
郷
に
居
を
構
え
た
方
が
有

利
だ
っ
た
筈
で
、
自
ら
在
郷
屋
敷
を
所
持
し
て
い
な
く
と
も
「
秋
保
蔵
之
助
」
の
よ
う
に
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親
類
縁
者
の
屋
敷
に
住
ま
わ
せ
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
在
郷
居
住

を
選
ぶ
者
た
ち
が
多
く
存
在
し
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

そ
う
し
た
存
在
が
「
郡
村
之
害
」
に
な
る
具
体
的
な
様
子
に
つ
い
て
は
、
一
三
代
藩
主

慶
邦
に
意
見
を
求
め
ら
れ
た
高
成
田
要
七
の
意
見
書
   76 

か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
八
代
藩
主
斉
村
の
頃
よ
り
始
ま
っ
た
赤
子
養
育
仕
法
の
お
陰
で
今
で

は
「
赤
子
ヲ
押
返
候
悪
風
」
も
な
く
な
り
「
誠
広
大
御
仁
恕
、
難
有
御
事
」
で
あ
る
が
、「
御

一
門
衆
始
大
進
歴
々
之
輩
諸
家
中
軽
キ
者
共
」
に
あ
っ
て
は
「
百
姓
共
へ
入
交
住
居
」
し

て
お
り
、彼
ら
陪
臣
た
ち
に
は「
上
ゟ
御
手
当
」が
な
い
た
め
主
君
た
ち（
藩
の
直
臣
た
ち
）

の
「
制
道
」
が
行
き
届
か
な
い
場
合
に
は
「
心
得
違
之
者
も
」
聞
こ
え
て
来
る
し
、「
在
郷

住
居
仕
候
少
進
微
録（

禄
）
之
諸
士
」
の
な
か
に
も
「
心
得
違
之
者
抔
」
が
い
る
の
だ
と
い
う
。

藩
の
陪
臣
た
ち
が
間
引
き
を
行
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
家
格
一
門
の
涌
谷
伊
達

家
当
主
伊
達
安
芸
義
基
が
「
惣
家
中
」
に
宛
て
て
出
し
た
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
一
一
月

の
文
書
に
「
一
、
赤
子
養
育
之
儀
精
々
申
渡
置
候
得
共
、
兎
角
行
届
兼
、
心
得
違
之
者
も

侭
相
聞
得
候
、
先
以
廉
恥
を
失
し
、
人
情
ニ
戻悖

カ

候
次
第
不
善
之
至
極
ニ
候
」
と
い
う
記
載

が
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
が
、
高
成
田
要
七
は
そ
う
し
た
陪
臣
た
ち
に
加
え
て
在
郷
居

住
の
小
禄
の
藩
士
た
ち
も
行
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
彼
ら
の
「
悪
風
」
が
百
姓
た
ち

へ
「
押
移
」
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
。
藩
当
局
が
赤
子
養
育
仕
法
を
実
施
し
せ
っ
か
く

百
姓
た
ち
の
悪
癖
を
改
善
さ
せ
た
の
に
、
陪
臣
や
在
郷
に
居
住
す
る
藩
士
た
ち
の
存
在
が

そ
れ
を
台
無
し
に
し
か
ね
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
郡
村
之
害
」
と
呼
べ
る

よ
う
な
事
柄
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
藩
士
た
ち
の
「
猥
り
而
百
姓
家
へ
出
入
」
す
る
と
い
う
行
動
は
、
百
姓
た
ち

に
悪
影
響
を
与
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
藩
士
た
ち
自
身
に
も
思
わ
ぬ
結
果
を
も
た
ら
す
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
を
指
摘
し
て
い
る
の
が
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
代
官
た
ち
が
「
惣

連
名
」に
て
提
出
し
た
意
見
書
で
あ
る
   77 

。
こ
の
意
見
書
は
、「
凡
下
体
軽
者
」た
ち
の「
諸

士
」
に
対
す
る
無
礼
行
為
を
ど
う
す
れ
ば
止
め
さ
せ
ら
れ
る
の
か
、
具
体
的
な
案
を
上
申

す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
代
官
た
ち
が
そ
の
解
決
策
を
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

注
目
し
た
い
の
は
、
代
官
た
ち
が
「
前
々
ゟ
ハ
御
郡
々
々
え
諸
士
之
住
居
相
増
、
民
間
え

入
込
居
、
人
ニ
寄
百
姓
之
妻
子
等
内
外
と
な
く
出
入
為
仕
、
時
ニ
寄
候
而
ハ
上
下
と
な
く

酒
喰
を
供
ニ
仕
候
族
も
在
之
哉
ニ
粗
相
聞
得
、
自
然
諸
士
之
威
も
薄
ク
、
随
而
ハ
百
姓
共

之
恐
懼
も
薄
キ
」
云
々
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
在
郷
で
の
藩
士
た
ち
の
振
る
舞
い
が

自
ら
の
武
士
と
し
て
の
「
威
」
を
損
な
わ
せ
、
や
が
て
は
「
百
姓
共
之
恐
懼
」
も
失
わ
せ
て

し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

も
は
や
藩
士
た
ち
の
在
郷
居
住
の
問
題
は
、
郡
村
支
配
と
い
う
レ
ベ
ル
に
止
ま
ら
ず
、

武
士
と
百
姓
と
の
間
の
身
分
秩
序
そ
の
も
の
を
狂
わ
せ
る
よ
う
な
問
題
ま
で
生
じ
さ
せ
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
武
家
集
団
内
部
に
あ
っ
て
は
、
藩
士
た
ち
の
在
郷
居
住

を
認
め
る
よ
う
な
内
容
を
含
む
「
御
免
」・「
御
用
捨
」
の
度
重
な
る
発
令
に
よ
っ
て
、
藩

主
へ
の
拝
謁
儀
礼
を
通
じ
て
君
臣
関
係
の
再
生
産
を
図
り
規
律
化
を
図
る
と
い
う
仕
組
み

が
ゆ
る
が
せ
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）
九
月
、
藩
主
慶

邦
の
諮
問
に
応
え
て
意
見
書
を
提
出
し
た
幕
末
の
奉
行
鮎
貝
盛
成
は
「
御
倹
約
被　

仰
出

候
毎
度
、
御
規
式
事
を
始
、
御
備
物
等
迄
も
被
相
略
」
れ
、「
御
家
中
身
分
付
勤
仕
之
儀
迄
、

段
々
御
免
被
成
下
」
る
こ
と
こ
そ
が
「
流
弊
之
基
」
な
の
だ
と
述
べ
て
お
り
、「
家
並
之
御

奉
公
」
や
「
御
番
」
ま
で
を
も
「
御
免
」・「
御
用
捨
」
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
流
弊
」
を
生
み

出
す
元
凶
だ
と
み
て
い
た
。

そ
し
て
、「
御
免
」
が
命
ぜ
ら
れ
た
当
初
は
「
御
仁
恵
之
様
」
に
も
思
え
る
が
、今
と
な
っ

て
は
、
大
番
組
士
ら
の
勤
務
は
年
に
一
〇
日
間
の
当
番
だ
け
の
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
さ
え

も
き
ち
ん
と
勤
め
ず
、
在
郷
に
住
む
者
た
ち
な
ど
は
懶
惰
な
生
活
と
な
り
、
恥
辱
と
い
う

も
の
を
忘
れ
、
金
銀
が
手
に
入
れ
ば
大
小
や
衣
服
を
修
繕
す
る
よ
り
は
食
事
な
ど
に
使
い

切
る
者
ま
で
い
る
と
聞
く
。
こ
れ
は
と
ど
の
つ
ま
り
、
何
の
勤
め
も
な
く
誰
か
ら
も
咎
め

ら
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
彼
は
言
う
の
で
あ
る
   78 

。

考
え
て
み
る
と
、
家
中
手
伝
を
課
す
代
わ
り
に
藩
士
た
ち
の
窮
乏
化
を
防
が
ん
と
出
さ

れ
た
の
が
「
御
免
」・「
御
用
捨
」
で
あ
っ
た
が
、
逆
に
そ
の
政
策
が
生
み
出
し
て
し
ま
っ

た
「
流
弊
」
の
一
つ
、
そ
れ
が
藩
士
た
ち
の
在
郷
居
住
を
め
ぐ
る
問
題
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

で
は
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
問
題
は
、
同
藩
に
限
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
平
井
上
総
氏
に
よ
れ
ば
、
近
世
の
城
下
町
に
住
ん
で
い
る
武
士
た
ち
が
「
一
時

的
に
在
村
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
」
は
そ
れ
な
り
に
広
く
み
ら
れ
る
と
い
い
   79 

、
藩
士

家
計
の
窮
乏
化
に
対
処
す
る
た
め
家
臣
た
ち
の
在
郷
居
住
を
許
可
し
た
藩
と
し
て
、
仙
台

藩
以
外
に
土
佐
藩
山
内
家
・
柳
川
藩
立
花
家
・
萩
藩
毛
利
家
・
小
倉
藩
（
の
ち
熊
本
藩
）

細
川
家
・
佐
賀
藩
鍋
島
家
・
岡
山
藩
池
田
家
・
津
藩
藤
堂
家
・
弘
前
藩
津
軽
家
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
   80 
。
こ
れ
ら
諸
藩
の
様
子
に
つ
い
て
詳
述
す
る
用
意
は
な
い
が
、
仙
台

仙台藩士の在郷居住に関する基礎的研究
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藩
と
は
異
な
り
、
禄
高
一
〇
〇
石
未
満
や
二
〇
〇
石
未
満
な
ど
と
い
っ
た
家
臣
団
の
下
層

を
対
象
に
在
郷
を
許
可
し
た
藩
が
多
く
、
城
下
か
ら
三
里
以
内
に
限
定
し
て
許
し
た
土
佐

藩
の
よ
う
な
例
も
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
仙
台
藩
で
は
天
明
の
飢
饉
を
境
に
城
下
の
武
家
地
が
空
洞
化
す
る
ほ
ど
在
郷

へ
の
移
住
者
が
増
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
幕
末
の
佐
賀
藩
で
は
家
臣
団
の
三
分
の
二

が
城
下
町
外
に
居
住
し
、
同
じ
く
萩
藩
で
も
家
臣
団
の
中
核
部
隊
た
る
大
組
の
三
分
の
一

が
城
下
町
を
離
れ
在
郷
に
居
住
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
   81 

、
多
く
の
藩
士
た
ち
が
城
下

町
を
離
れ
在
郷
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
状
況
も
仙
台
藩
特
有
の
状
況
と
い
う
わ
け
で
は
な

か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
ま
た
、
萩
藩
の
在
郷
士
た
ち
は
「
村
内
に
山
や
畠
を
所

持
し
、
百
姓
と
同
じ
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
な
が
ら
、
し
か
し
武
士
で
あ
る
こ
と
を
鼻
に
か

け
て
村
の
取
り
決
め
に
し
た
が
お
う
と
せ
ず
、
ト
ラ
ブ
ル
ば
か
り
引
き
起
こ
す
。
な
ん
と

も
厄
介
者
と
し
か
み
ら
れ
て
い
な
い
」
の
だ
と
い
い
   82 

、
仙
台
藩
同
様
に
「
郡
村
之
害
ニ

相
成
」
る
武
士
た
ち
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

萩
藩
で
は
藩
が
財
政
悪
化
を
家
臣
た
ち
に
転
嫁
し
た
が
故
に
藩
士
た
ち
の
家
計
が
窮

乏
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
仙
台
藩
に
も
み
ら
れ
た
構
図
で
、
近
世
後
期
に

は
両
藩
と
も
に
国
役
普
請
が
賦
課
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
財
政
難
に
陥
っ
て
お
り
、
こ
う

し
た
過
重
な
負
担
は
幕
府
と
藩
と
の
軋
轢
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
   83 

。
享
保
年
間

（
一
七
一
六
～
三
六
）
に
一
旦
は
削
減
さ
れ
た
幕
府
課
役
も
宝
暦
～
天
明
年
間
（
一
七
五
一

～
八
九
）
に
再
び
そ
の
増
加
が
問
題
と
な
り
始
め
、
諸
藩
に
と
っ
て
本
来
勤
め
る
筈
の
な

か
っ
た
課
役
を
新
た
に
賦
課
さ
れ
る
事
態
が
発
生
す
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
享
保
年
間

に
実
施
さ
れ
た
上
米
の
制
に
よ
る
参
勤
交
代
制
の
弛
緩
の
影
響
も
あ
っ
て
、
一
八
世
紀
半

ば
以
降
に
は
将
軍
か
ら
御
暇
を
与
え
ら
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
多
く
の
大
名
が
江
戸
に
止
ま

り
、
あ
る
い
は
、
参
府
の
時
期
を
過
ぎ
て
も
国
許
に
居
続
け
る
大
名
が
続
出
す
る
な
ど
、

幕
藩
体
制
の
根
幹
に
関
わ
る
参
勤
交
代
の
仕
組
み
が
崩
れ
始
め
、
平
時
の
軍
役
を
勤
め
る

大
名
の
側
に
も
意
識
の
変
化
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
っ
た
   84 

。

こ
う
し
て
一
八
世
紀
後
半
以
降
、
将
軍
権
力
に
よ
る
大
名
統
制
と
し
て
の
性
格
を
持

つ
参
勤
交
代
制
度
の
形
骸
化
が
進
む
な
か
、
各
藩
の
内
部
に
あ
っ
て
は
、
藩
士
た
ち
の
窮

乏
化
と
在
郷
に
住
む
武
士
た
ち
の
増
加
、
城
下
武
家
地
に
進
出
す
る
町
人
の
出
現
、
全
国

的
な
商
品
生
産
と
流
通
の
発
展
を
背
景
と
す
る
百
姓
た
ち
の
商
人
化
現
象
、
献
金
に
よ
っ

て
苗
字
帯
刀
に
象
徴
さ
れ
る
武
士
の
特
権
や
格
式
、
ま
た
は
、
武
士
身
分
そ
の
も
の
を
獲

得
し
た
富
め
る
百
姓
・
町
人
の
簇
生
、
武
士
の
威
厳
の
喪
失
と
武
士
を
見
る
眼
差
し
の
変

化
な
ど
と
い
っ
た
事
象
が
連
鎖
的
な
い
し
同
時
多
発
的
に
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

り
、
社
会
の
至
る
と
こ
ろ
で
「
士
凡
混
雑
」
状
況
（
＝
士
庶
の
混
淆
状
況
）
が
惹
起
し
身
分

秩
序
の
紊
乱
に
繋
が
る
様
相
を
呈
す
よ
う
に
も
な
る
   85 

。
さ
ら
に
は
、
諸
外
国
の
船
が

列
島
各
地
に
出
没
す
る
よ
う
に
な
る
近
世
後
期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
武
術
の
稽
古
に
熱
を

入
れ
る
百
姓
・
町
人
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
   86 

、
武
士
身
分
が
本
来
的
に
果
た

す
べ
き
職
分
の
領
域
に
お
い
て
も
士
庶
の
混
淆
状
況
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

つ
ま
り
は
、
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
将
軍
を
頂
点
と
す
る
武
家
の
主
従
関
係
に
も
士
庶

を
分
か
つ
近
世
社
会
の
身
分
秩
序
に
も
綻
び
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
幕

藩
体
制
も
結
局
は
崩
壊
へ
の
道
を
辿
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
が
対
象
と
し
た
武
士
の
在
郷

居
住
の
問
題
も
、
そ
う
し
た
歴
史
の
大
き
な
流
れ
の
な
か
に
位
置
づ
け
な
が
ら
考
察
す
る

こ
と
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
本
稿
は
甚
だ
不
十
分
な
も
の
に
終
わ
っ

た
感
は
否
め
な
い
。
し
か
る
に
、
も
は
や
紙
幅
も
尽
き
て
し
ま
っ
た
。
残
さ
れ
た
課
題
を

自
覚
し
つ
つ
、
他
藩
の
事
例
も
含
め
て
今
後
も
考
究
し
て
い
き
た
い
。

注₁　

後
藤
雄
二
「
城
下
町
仙
台
の
拡
大
に
伴
う
侍
町
の
変
化
」（
『
東
北
地
理
』
二
九-

三
、一
九
七
七

年
）、
同
「
17
世
紀
の
城
下
町
仙
台
に
お
け
る
侍
の
居
住
パ
タ
ー
ン
」（
『
地
理
学
評
論
』
五
四-

九
、一
九
八
一
年
）、
渡
辺
信
夫
「
第
二
章
第
二
節　

城
下
町
の
建
設
」（
『
仙
台
市
史
通
史
編
₃
』、

二
〇
〇
一
年
）、
渡
辺
浩
一
「
第
三
章
第
二
節
武
家
屋
敷
と
武
士
」（
『
仙
台
市
史
通
史
編
₄
』、

二
〇
〇
三
年
）、
同
『
仙
台
城
下
の
武
家
屋
敷
』（
大
崎
八
幡
宮
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
。

₂　

阿
刀
田
令
造
『
仙
台
城
下
絵
図
の
研
究
』（
東
洋
書
院
、
一
九
七
六
年
）、
小
林
清
治
「
前
篇
第
六
章　

文
化
と
生
活
」（
『
復
刻
版
仙
台
市
史
₁
』
万
葉
堂
書
店
、
一
九
七
四
年
）、
渡
辺
信
夫
「
第
三
章
第
三

節　

家
臣
の
配
置
」（
『
仙
台
市
史
通
史
編
₃
』
）、
J
・
F
・
モ
リ
ス
「
第
五
章
第
二
節　

農
村
と
武
士
」

（
同
前
）
な
ど
。

₃　

佐
藤
巧
『
近
世
武
士
住
宅
』（
叢
文
社
、
一
九
七
九
年
）、
J
・
F
・
モ
リ
ス
『
近
世
日
本
知
行
制
の
研
究
』

（
清
文
堂
、
一
九
八
八
年
）
な
ど
。

₄　

小
林
前
掲
「
前
篇
第
六
章　

文
化
と
生
活
」
三
四
八
頁
。

₅　

小
林
前
掲
「
前
篇
第
六
章　

文
化
と
生
活
」
三
四
七
～
三
四
八
頁
、
渡
辺
前
掲
「
第
三
章
第
二
節　

武

家
屋
敷
と
武
士
」
一
九
四
～
一
九
八
頁
、
同
『
仙
台
城
下
の
武
家
屋
敷
』
一
五
～
二
八
頁
な
ど
。

₆　

渡
辺
前
掲
書
四
一
～
四
四
頁
。

₇　

小
林
前
掲
「
前
篇
第
六
章　

文
化
と
生
活
」
三
四
八
頁
。

₈　

渡
辺
前
掲
書
四
三
～
四
四
頁
。

₉　

仙
台
藩
の
家
臣
団
構
造
や
武
士
身
分
に
つ
い
て
は
拙
稿「
仙
台
藩
の
武
士
身
分
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
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（『
宮
城
教
育
大
学
紀
要
』
五
一
、二
〇
一
七
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

10　

小
林
清
治
「
前
篇
第
四
章　

城
下
の
発
展
」（
『
復
刻
版
仙
台
市
史
₁
』
）
一
四
二
～
一
五
五
頁
、
千
葉

正
樹
「
第
三
章
第
一
節　

城
下
町
の
景
観
」（
『
仙
台
市
史
通
史
編
₄
』
）
一
七
二
頁
。

11　

阿
刀
田
前
掲
『
仙
台
城
下
絵
図
の
研
究
』、
高
倉
淳
他
編
著
『
絵
図
・
地
図
で
見
る
仙
台
』（
今
野
印
刷
、

一
九
九
四
年
）、
吉
岡
一
男
他
編
『
絵
図
・
地
図
で
見
る
仙
台　

第
二
輯
』（
今
野
印
刷
、
二
〇
〇
五
年
）

参
照
。

12　

小
林
前
掲
「
前
篇
第
四
章　

城
下
の
発
展
」
一
八
八
頁
。

13　
『
伊
達
治
家
記
録
』
を
分
析
さ
れ
た
後
藤
雄
二
氏
に
よ
れ
ば
、
延
宝
四
～
八
年
（
一
六
七
六
～
八
〇
）

に
お
け
る
平
士
・
組
士
（
＝
士
分
）
の
増
加
数
は
一
一
五
名
だ
と
い
い
、
寛
文
一
一
年
～
延
宝
三
年

（
一
六
七
一
～
七
五
）
の
間
に
も
同
様
の
増
加
数
だ
と
仮
定
す
る
と
寛
文
一
一
年
～
延
宝
八
年
に
は

二
三
〇
家
ほ
ど
の
増
加
数
と
な
る
と
試
算
さ
れ
て
い
る
（
後
藤
前
掲
「
17
世
紀
の
城
下
町
仙
台
に
お
け

る
侍
の
居
住
パ
タ
ー
ン
」
五
二
〇
頁
）。
こ
の
数
値
を
本
稿
の
表
₁
に
当
て
は
め
、
絵
図
₂
の
覧
の
②

を
四
一
二
一
人
で
は
な
く
四
三
五
一
（
＝
四
一
二
一
＋
二
三
〇
）
人
と
し
て
計
算
す
る
と
、
当
時
の
侍

屋
敷
拝
領
者
の
割
合
は
七
四
・
四
％
と
な
る
。

14　

小
林
清
治
「
前
篇
第
三
章　

藩
制
の
成
立
と
城
下
の
統
制
」（
『
復
刻
版
仙
台
市
史
₁
』
）
一
一
八
頁
。

15　

井
上
野
林
「
赤
井
横
丁
大
番
組
の
意
地
」（
『
仙
台
郷
土
研
究
』
一
〇-

五
、一
九
四
〇
年
）
一
五
頁
、

小
林
前
掲
「
前
篇
第
六
章　

文
化
と
生
活
」
三
五
八
頁
。

16　
『
伊
達
家
文
書
』
四-

一
八
四
一
（
四
五
〇
頁
）。
な
お
、『
伊
達
家
文
書
一
～
十
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
一
年
）
を
利
用
。

17　
『
仙
台
藩
家
臣
録
』三-

七
〇
頁（
友
田
家
）。
な
お
、『
仙
台
藩
家
臣
録
』に
つ
い
て
は
、佐
々
久
監
修『
仙

台
藩
家
臣
録
一
～
五
』（
歴
史
図
書
社
、
一
九
七
八
～
七
九
年
）
を
利
用
。

18　

渡
辺
前
掲
「
第
三
章
第
二
節　

武
家
屋
敷
と
武
士
」
一
九
五
～
一
九
八
頁
、
同
前
掲
『
仙
台
城
下
の
武

家
屋
敷
』
一
九
～
二
八
頁
。

19　

仙
台
市
博
物
館
所
蔵
『
壱
季
書
出
覚
牒
』（
齋
藤
報
恩
会
旧
蔵
史
料<T

-192>
）。

20　
『
伊
達
家
文
書
』
四-

一
八
四
一
（
四
四
八
頁
）、『
御
屋
敷
方
御
定
』（
『
復
刻
版
仙
台
市
史
₈
』
万
葉

堂
書
店
、　

一
九
七
五
年
）
五
〇
八
頁
、『
伊
達
治
家
記
録<

肯
山>

』
寛
文
四
年
一
〇
月
二
一
日
条
（
六

-

三
〇
六
～
三
〇
七
頁
）・
同
五
年
六
月
一
五
日
条（
六-

三
二
〇
～
三
二
四
頁
）。
な
お
、平
重
道
編『
伊

達
治
家
記
録
一
～
二
十
四
』（
宝
文
堂
、
一
九
七
二
～
八
二
年
）
を
利
用
。

21　

三
原
良
吉
「
大
番
士
の
家
庭
生
活
」（
『
仙
台
郷
土
研
究
』
一
三-

一
、一
九
四
三
年
）
九
頁
、
渡
辺
前

掲
「
第
三
章
第
二
節　

武
家
屋
敷
と
武
士
」
二
〇
五
～
二
〇
六
頁
、
千
葉
前
掲
「
第
三
章
第
一
節　

城

下
町
の
景
観
」
一
七
一
頁
。

22　

小
林
前
掲
「
前
篇
第
六
章　

文
化
と
生
活
」
三
四
七
頁
。

23　
『
忠
宗
公
御
代
御
書
出
之
覚
』（
仙
台
市
博
物
館
所
蔵
齋
藤
報
恩
会
旧
蔵
史
料<A

-

Ⅲ-307>

）。

24　

佐
々
木
慶
市
『
宮
城
県
史
復
刻
版
₂
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
七
八
年
）
一
一
〇
頁
。

25　
『
続
法
禁
三
』
一
七
（
宮
城
県
図
書
館
所
蔵<K

D
322.1-

ソ
1>

）。
同
法
令
は
、『
御
定
書
上
』
四
五

（
宮
城
県
図
書
館
所
蔵<K

M
322.1-

オ
1>

）、『
秘
鑑
并
衣
服
之
制
一
』（
宮
城
県
図
書
館
所
蔵

<K
M

322.1-
ヒ

₁
>

）、『
秘
蔵
録
』（
『
仙
台
叢
書
復
刻
版
十
』
宝
文
堂
、
一
九
七
二
年
）
一
八
四
頁
に

も
あ
る
。

26　
『
大
番
組
勤
方
留
』（
吉
田
正
志
編
『
藩
法
史
料
叢
書
₃　

仙
台
藩
上
』
創
文
社
、
二
〇
〇
二
年
）

四
二
五
～
四
二
六
・
四
三
四
頁
、『
藩
臣
須
知
（
別
本
）
』（
『
宮
城
県
史
32
』、
一
九
七
〇
年
）
二
二

頁
、『
源
貞
氏
耳
袋
三
』
六
〇
～
六
七
頁
、『
源
貞
氏
耳
袋
九
』
三
六
頁
、『
源
貞
氏
耳
袋
十
一
』
二
七
～

三
〇
・
四
八
～
四
九
頁
。
な
お
、
吉
田
正
志
監
修
／
「
源
貞
氏
耳
袋
」
刊
行
会
編
『
源
貞
氏
耳
袋
一
～

十
三
』（
二
〇
〇
七
～
〇
八
年
）
を
利
用
。

27　

大
塚
徳
郎
編
『
仙
台
藩
重
臣
石
母
田
家
文
書
』（
刀
水
書
房
、
一
九
八
一
年
）
四
七
一
～
四
七
二
・ 

五
〇
〇
頁
。

28　

例
え
ば
、『
高
野
家
記
録
』（
宮
城
県
図
書
館
所
蔵<K

211-
タ

>

）
宝
永
二
年
五
月
二
日
条
な
ど
。

29　
『
仙
台
藩
重
臣
石
母
田
家
文
書
』
四
八
〇
頁
。

30　

つ
ま
り
、
仙
台
藩
で
は
元
禄
一
六
年
以
前
か
ら
父
母
の
病
気
を
理
由
と
す
る
看
病
御
暇
を
認
め
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
柳
谷
慶
子
氏
に
よ
れ
ば
、
幕
府
の
看
病
断
の
制
度
は
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）

に
出
仕
遠
慮
願
の
制
度
の
一
つ
と
し
て
確
立
し
た
と
い
い
、
こ
の
幕
令
を
受
け
る
形
で
盛
岡
藩
で
も

「
介
抱
御
暇
願
」
の
制
度
化
が
進
め
ら
れ
た
と
い
う
（
柳
谷
『
近
世
の
女
性
相
続
と
介
護
』<

吉
川
弘
文

館
、
二
〇
〇
七
年>

二
六
四
～
二
六
六
頁
）。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
仙
台
藩
で
は
、
家
族
・
親
族
の
看

病
を
理
由
と
す
る
御
暇
の
下
賜
が
幕
府
や
盛
岡
藩
よ
り
も
数
十
年
早
く
制
度
化
さ
れ
て
い
る
様
子
が
窺

え
る
。

31　
『
御
定
書
上
』
七
三
、『
秘
鑑
并
衣
服
之
制
一
』。

32
『
伊
達
家
文
書
』
三-

一
二
七
三
（
三
四
五
頁
）。
な
お
、
仙
台
藩
主
の
参
勤
交
代
の
時
期
に
つ
い
て
は
以

後
も
含
め
て
渡
邊
洋
一
「
特
論
三　

仙
台
藩
の
参
勤
交
代
」（
前
掲
『
仙
台
市
史
通
史
編
₃
』
）
四
四
二

～
四
五
一
頁
を
参
照
。

33　
『
伊
達
治
家
記
録<

肯
山>

』
延
宝
五
年
五
月
一
九
日
条
（
七-

四
二
六
～
四
二
七
頁
）。

34　

以
上
、『
伊
達
治
家
記
録<

肯
山>

』
元
禄
七
年
閏
五
月
五
日
条
（
一
七-

二
七
六
頁
）、『
獅
山
公
治

家
記
録
』（
宮
城
県
図
書
館
所
蔵<K

209-シ
-3468-2>

）
元
禄
一
六
年
一
二
月
一
〇
日
・
二
五
日
条
。

35　
『
高
野
家
記
録
』
明
和
三
年
七
月
二
八
日
条
・
同
四
年
三
月
二
九
日
条
、『
伊
達
家
文
書
』
九-

三
〇
二
一
（
九
六
頁
）。

36　

以
上
、『
伊
達
治
家
記
録
十
七
』
三
三
〇
～
三
三
一
頁
（
注
解
六
）、『
高
野
家
記
録
』
寛
延
三
年
八
月

一
二
日
・
一
三
日
条
・
明
和
四
年
三
月
二
九
日
・
八
月
二
一
日
条
、『
高
野
家
記
録
（
退
隠
記
）
』
安
永

四
年
閏
一
二
月
二
九
日
条
。

37　
『
獅
山
公
治
家
記
録
』
元
禄
一
六
年
一
二
月
二
五
日
条
。

38　

拙
著
『
近
世
武
家
の
「
個
」
と
社
会
』（
刀
水
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）。

39　

前
掲
注
₂
の
諸
論
考
参
照
。

40　

前
掲
『
宮
城
県
史
復
刻
版
₂
』
な
ど
。

41　
『
伊
達
治
家
記
録<

肯
山>

』
天
和
三
年
一
二
月
晦
日
条
（
一
〇-

二
二
四
～
二
二
五
頁
）。

42　
『
伊
達
治
家
記
録<

肯
山>

』
寛
文
一
二
年
一
二
月
三
日
条
（
六-

五
〇
六
～
五
〇
七
頁
）。

43　

以
上
、『
伊
達
治
家
記
録<

肯
山>

』
元
禄
一
三
年
一
月
五
日
・
八
月
九
日
条
（
二
一-

三
七
二
～

三
七
三
・
四
七
一
～
四
七
五
頁
）、『
高
野
家
記
録
』
宝
暦
六
年
一
月
二
一
日
条
。

44　
『
獅
山
公
治
家
記
録
』
元
禄
一
六
年
一
二
月
一
〇
日
・
二
五
日
条
。

45　

た
だ
し
、
他
と
比
較
し
て
低
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
は
言
っ
て
も
、
そ
も
そ
も
が
仙
台
藩
で
は
禄
高

の
配
分
が
家
格
上
位
者
に
偏
り
過
ぎ
て
お
り
、
禄
高
一
万
石
以
上
の
藩
士
が
い
る
一
方
で
一
〇
〇
石
未

満
の
藩
士
の
数
が
多
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
ほ
ど
小
禄
の
藩
士
た
ち
が
多
か
っ
た
。
詳
し
く

は
前
掲
拙
稿
「
仙
台
藩
の
武
士
身
分
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
を
参
照
の
こ
と
。

46　

以
上
、『
伊
達
家
文
書
』
五-

二
一
四
四
（
四
六
〇
～
四
八
三
頁
）、『
寛
文
十
年
侍
帳
』（
仙
台
市
博
物

館
所
蔵<
伊
達
家
寄
贈
文
化
財 

古
記
録
49>

）、『
仙
台
藩
家
臣
録
』
三-

二
八
七
～
二
八
八
頁
（
安
積

家
）、『
伊
達
世
臣
家
譜
』
巻
一
六-

四
〇
頁
（
安
積
家
）。
な
お
、『
伊
達
世
臣
家
譜
一
～
三
』（
『
仙
台

叢
書
複
刻
版
』
宝
文
堂
、
一
九
七
五
年
）
を
利
用
。

　

ち
な
み
に
、『
伊
達
家
文
書
』
五-

二
一
四
四
は
原
田
甲
斐
と
田
村
図
書
が
連
署
す
る
三
月
一
一
日
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付
の
文
書
で
あ
り
、
無
年
号
の
も
の
で
あ
る
が
、
安
積
茂
左
衛
門
は
寛
文
一
〇
年
八
月
七
日
作
成
の
侍

帳
に
名
前
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
同
史
料
で
は
知
行
高
五
貫
文
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
差
出
の
一

人
で
あ
る
原
田
宗
輔
は
寛
文
一
一
年
三
月
二
七
日
に
幕
府
大
老
酒
井
忠
清
邸
で
刃
傷
事
件
を
引
き
起
こ

し
そ
の
場
で
絶
命
し
て
い
る
こ
と
（
平
川
新
「
第
一
章
第
三
節　

谷
地
紛
争
と
刃
傷
事
件
」<

『
仙
台
市

史
通
史
編
₄
』>

七
三
頁
）、
茂
左
衛
門
自
身
が
藩
に
提
出
し
た
「
御
知
行
被
下
置
御
帳
」
の
な
か
で
寛

文
一
一
年
三
月
一
九
日
に
「
御
蔵
新
田
起
目
五
貫
文
」
を
拝
領
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
史
料
は
原
田
が
死
去
す
る
直
前
の
寛
文
一
一
年
三
月
一
一
日
の
も
の
だ
と
判
断
で
き
る
。

47　
『
高
野
家
記
録
』
享
保
一
五
年
三
月
二
三
日
条
・
元
文
五
年
九
月
二
二
日
条
・
延
享
四
年
四
月
二
一
日
・

五
月
一
一
日
・
九
月
二
五
日
・
九
月
二
六
日
・
九
月
二
八
日
・
一
一
月
一
日
条
、
高
倉
淳
編
『
高
野
家

記
録
目
次<

蔵
王
町
史
通
史
編
別
冊>

』（
一
九
九
四
年
）。

48　
『
職
鑑　

仁
』
六
五
。

49　
『
高
野
家
記
録
』
宝
暦
五
年
一
一
月
二
二
日
条
・
同
六
年
三
月
二
日
条
・
同
一
一
年
一
二
月
九
日
条
・

明
和
四
年
四
月
九
日
条
・
安
永
二
年
八
月
五
日
条
。

50　
『
高
野
家
記
録
』
一
一
年
一
二
月
二
二
日
条
。

51　
『
高
野
家
記
録
』
宝
暦
八
年
一
一
月
二
六
日
・
一
二
月
一
日
条
・
明
和
五
年
六
月
一
日
条
、『
伊
達
世
臣

家
譜
』
巻
一
五-

八
～
九
頁
（
齋
藤
家
）。

52　
『
林
子
平
上
書
』（
『
仙
台
叢
書
復
刻
版
二
』
宝
文
堂
、
一
九
七
一
年
）
三
四
二
頁
。

53　
『
高
野
家
記
録
』
一
一
年
一
一
月
一
二
日
条
。

54　

以
上
、『
高
野
家
記
録
』
宝
暦
一
一
年
一
二
月
九
日
条
。
な
お
、『
伊
達
世
臣
家
譜
』
に
よ
れ
ば
、
姉
歯

八
郎
右
衛
門
の
家
は
禄
高
三
〇
〇
石
余
り
の
虎
間
番
士
で
あ
る
（
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
巻
一
二-

八
三

頁<

姉
歯
家>

）。

55　

菊
池
勇
夫
「
第
二
章
第
一
節　

天
明
の
打
ち
こ
わ
し
」（
『
仙
台
市
史
通
史
編
₅
』、
二
〇
〇
四
年
）

九
二
～
九
三
頁
。
以
後
の
飢
饉
に
関
す
る
記
述
も
こ
の
文
献
を
参
照
。

56　
『
高
野
家
記
録
』
宝
暦
六
年
一
月
二
一
日
条
。
た
だ
し
、今
回
は
、御
手
伝
金
を
課
し
て
い
な
い
た
め
「
大

番
組
当
番
只
今
迄
之
通
可
相
勤
候
」
と
さ
れ
て
い
る
。

57　

詳
し
く
は
拙
稿
「
武
士
の
嗜
み
、
武
士
の
威
厳　

そ
の
二
」（
『
東
北
学
院
大
学
経
済
学
論
集
』

一
七
七
、二
〇
一
一
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

58　
『
高
野
家
記
録
』
宝
暦
八
年
二
月
一
五
日
条
。

59　
『
高
野
家
記
録
』
明
和
四
年
三
月
二
五
日
条
。

60　
『
高
野
家
記
録
』
明
和
四
年
三
月
二
九
日
条
。

61　
『
高
野
家
記
録<

退
隠
記>

』
安
永
四
年
閏
一
二
月
二
九
日
条
。

62　
『
続
法
禁
四
』
一
。

63　
『
飢
饉
録
』（
阿
刀
田
令
造
『
天
明
天
保
に
於
け
る
仙
台
の
飢
饉
記
録
』
無
一
文
館
書
店
、
一
九
三
一
年
）

三
八
～
三
九
・
一
一
一
頁
。

64　

元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
七
月
、
藩
の
奉
行
は
目
付
た
ち
に
対
し
て
、
定
仙
の
藩
士
た
ち
が
在
郷
へ
と

移
住
す
る
際
に
屋
敷
内
の
家
を
取
り
壊
す
者
が
い
る
た
め
、
今
後
は
禄
高
三
〇
〇
石
以
上
の
者
が
在
郷

へ
引
っ
越
す
に
あ
た
っ
て
屋
敷
内
の
主
立
っ
た
家
屋
を
壊
す
場
合
に
は
屋
敷
奉
行
へ
報
告
す
る
よ
う
命

じ
て
お
り
（
『
法
禁
』<

『
仙
台
叢
書
復
刻
版
二
』>

三
九
〇
～
三
九
一
頁
）、『
飢
饉
録
』
に
「
屋
敷
の

内
に
家
一
ツ
も
無
之
」
と
あ
る
の
も
、
そ
う
し
た
在
郷
へ
の
移
住
者
が
取
り
壊
し
た
可
能
性
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

65　
『
仙
台
藩
気
仙
郡
大
肝
入
吉
田
家
文
書
御
用
留
帳
』（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
東
北
文
化
研
究
室

所
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム<GB391-075>

）
文
化
四-

六
〇
。

66　

平
川
新
「
第
一
章
第
一
節　

揺
れ
る
藩
政
」（
『
仙
台
市
史
通
史
編
₅
』
）
三
四
～
三
八
頁
。

67　

今
野
真
「
第
三
章
第
一
節　

農
政
の
展
開
」（
『
仙
台
市
史
通
史
編
₅
』
）
一
五
六
頁
。

68　
『
大
槻
清
臣
上
書
』（
『
仙
台
市
史
資
料
編
₂
』、
一
九
九
六
年
）
四
〇
八
～
四
〇
九
頁
。

69　

以
下
、『
仙
台
藩
気
仙
郡
大
肝
入
吉
田
家
文
書
御
用
留
帳
』
文
政
五
年-

一
一
・
文
政
六
年-

五
八
、

『
伊
達
世
臣
家
譜
続
編
』
巻
之
六
其
一-

一
二
六
～
一
二
七
頁
（
富
田
家
）・
巻
之
六
其
二-

一
四
九
～

一
五
二
頁
（
平
賀
家
）・
十
四
之
九-

一
五
〇
～
一
五
二
頁
（
林
家
）、『
六
代
治
家
記
録
』（
宮
城
県
図

書
館
所
蔵<K

D
-209-

ロ
1>

）
文
政
六
年
三
月
一
日
条
、『
源
貞
氏
耳
袋
二
』
四
六
～
五
五
頁
、『
続
法

禁
五
』一
よ
り
。
な
お
、平
重
道
・
齋
藤
鋭
雄
編『
伊
達
世
臣
家
譜
続
編
三
・
四
』（
宝
文
堂
、一
九
七
八
年
）

を
利
用
。

70　
『
源
貞
氏
耳
袋
六
』
六
四
頁
。

71　

な
お
、
こ
の
政
策
と
佐
伯
是
保
が
述
べ
た
定
仙
奨
励
策
と
は
内
容
的
に
異
な
る
が
、
是
保
の
記
憶
違
い

な
の
か
、
寛
政
末
年
頃
に
こ
れ
と
は
別
の
政
策
が
あ
っ
た
の
か
は
現
時
点
で
不
明
で
あ
る
。

72　
『
大
番
組
勤
方
留
』
四
二
四
頁
。

73　
『
続
法
禁
五
』
一
。

74　
『
続
法
禁
五
』
一
〇
、『
源
貞
氏
耳
袋
五
』
四
～
六
頁
、『
仙
台
藩
気
仙
郡
大
肝
入
吉
田
家
文
書
御
用
留
帳
』

嘉
永
二-

四
三
・
安
政
三-

九
二
。

75　

以
上
、
吉
田
正
志
監
修
／
「
源
貞
氏
耳
袋
」
刊
行
会
編
『
源
貞
氏
雑
記
』（
二
〇
〇
八
年
）
一
一
一
～

一
一
二
頁
、『
楽
山
公
治
家
記
録
』
天
保
一
三
年
一
〇
月
二
六
日
条
、『
伊
達
家
文
書
』
九-

三
〇
四
九

（
二
二
二
頁
）
よ
り
。

76　
『
伊
達
家
文
書
』
九-

三
一
九
〇
（
五
九
六
～
六
〇
六
頁
）。

77　
『
仙
台
藩
気
仙
郡
大
肝
入
吉
田
家
文
書
御
用
留
帳
』
天
保
七-

五
九
。
詳
し
く
は
拙
稿
「
武
士
の
嗜
み
、

武
士
の
威
厳　

そ
の
三
」（
『
宮
城
教
育
大
学
紀
要
』
四
六
、二
〇
一
二
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

78　
『
伊
達
家
文
書
』
九-

三
〇
二
一
（
八
八
～
一
〇
一
頁
）。

79　

平
井
上
総
『
兵
農
分
離
は
あ
っ
た
の
か
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
七
年
）
二
四
八
頁
。

80　

以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
平
井
上
総
「
中
近
世
移
行
期
の
地
域
権
力
と
兵
農
分
離
」（
『
歴

史
学
研
究
』
九
一
一
、二
〇
一
三
年
）
五
九
～
六
一
頁
、
平
井
前
掲
書
二
五
二
～
二
八
一
頁
、
森
下

徹
『
武
士
と
い
う
身
分
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
）
七
二
～
七
四
・
八
九
～
九
六
・
一
六
四
～

一
六
七
・
二
〇
六
頁
、
高
野
信
治
「
第
三
章　

家
臣
団
編
成
の
初
段
階
」（
同
『
近
世
大
名
家
臣
団
と
領

主
制
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
九
七
年
）
一
二
五
～
一
二
九
頁
、深
谷
克
己
「
第
五　

社
会
の
変
容
と
改
革
・

一
揆
」（
同
『
津
藩
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
一
九
七
～
一
九
九
頁
、
滝
本
寿
史
「
寛
政
改
革
と

藩
士
土
着
政
策
」（
長
谷
川
成
一
編
『
津
軽
藩
の
基
礎
的
研
究
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
四
年
）
よ
り
。

81　

高
野
前
掲
論
文
一
二
九
頁
、
森
下
前
掲
書
二
〇
六
頁
。

82　

森
下
前
掲
書
九
二
頁
。

83　

以
上
、
森
下
前
掲
書
六
三
頁
、
藤
田
覚
『
日
本
近
世
の
歴
史
₄　

田
沼
時
代
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
二
年
）
六
九
～
七
一
頁
。

84　

以
上
、藤
本
仁
文
「
第
一
部
第
四
章　

徳
川
将
軍
権
力
と
参
勤
交
代
制
」（
同
『
将
軍
権
力
と
近
世
国
家
』

塙
書
房
、
二
〇
一
八
年
）。

85　

以
上
、
森
下
前
掲
書
一
九
五
～
一
九
六
頁
、
藤
田
前
掲
書
一
五
五
～
一
五
七
・
一
六
〇
～
一
六
一
頁
、

前
掲
拙
稿
「
武
士
の
嗜
み
、
武
士
の
威
厳　

そ
の
三
」、
前
掲
拙
稿
「
仙
台
藩
の
武
士
身
分
に
関
す
る

基
礎
的
研
究
」
一
五
～
一
七
頁
、
拙
稿
「
書
評　

尾
脇
秀
和
『
近
世
社
会
と
壱
人
両
名
―
身
分
・
支
配
・

秩
序
の
特
質
と
構
造
―
』
」（
『
歴
史
学
研
究
』
一
〇
一
九
、二
〇
二
二
年
）
五
一
～
五
二
頁
な
ど
よ
り
。

86　

平
川
新
「
第
六
章　

庶
民
剣
士
の
時
代
」（
同
『
全
集
日
本
の
歴
史
12　

開
国
へ
の
道
』
小
学
館
、
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二
〇
〇
八
年
）。

﹇
付
記
﹈
本
研
究
はJSPS

科
研
費J190100012

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

﹇
謝
辞
﹈ 
貴
重
な
史
料
の
閲
覧
・
撮
影
に
関
し
て
仙
台
市
博
物
館
か
ら
御
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が

ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
令
和
五
年
一
月
三
〇
日
受
理
）
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A Basic Study on The Residence in Local Villages of Feudal Retainers of 

Sendai Han

HOTTA  Yukiyoshi

Abstract

Clarifying where vassals of feudal lords lived is an essential and fundamental task in the discussion on the 
issue of the separation of farmers and samurai, which is one of the elements characterizing early modern society. 
In order to thoroughly consider where they lived, it is necessary to look into (1) whether they lived in castle 
towns or local villages, (2) which district of the castle town they lived in, and (3) which area of the village they 
lived in. In previous studies on Sendai Han, research on (2) has been relatively advanced, but when it comes to (1) 
and (3), even clan policies have not been properly organized. Therefore, in order to clarify the places of residence 
of the feudal retainers of Sendai Han, this paper organizes the basic matters that would be related to the issue of 
their residence in the local village, and concretely traces the flow in which they left the Sendai castle town and 
continued to live in villages, relating to the Sendai clan's policies.

Key words：Sendai Han, feudal retainer, castle town, local village, residence
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